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令和５年度電気用品安全法試買テスト結果の概要 

 

 令和７年１２月 

経 済 産 業 省 

製 品 安 全 課 

 

 

１．はじめに 

電気用品安全法（昭和 36年 11月 16日法律第 234号、以下「法」とい

う。）は、製造又は輸入の事業を行う者(以下、「届出事業者」という。) が自

らの責任で電気用品に対する技術基準の適合性確認や完成品に対する検査を行

うことを義務付けています。その上で、届出事業者は、こうした法的義務を果

たしたことを示すため、当該電気用品にＰＳＥマーク1を表示して販売するこ

とができます。 

規制当局として、毎年度技術基準の不適合が強く疑われる製品又は事故が多

い製品を中心に電気用品を購入し、届出事業者が法的義務を適切に履行してい

るか確認するために「試買テスト」を行っています。 

試買テストにおいて確認された技術基準に適合しない電気用品については、

当該届出事業者において適切に是正し、再発防止対策を講ずるよう指導を行っ

ております。 

  結果の公表は、情報を広く共有化することによって、類似事案の未然防止を

図るなど、届出事業者における自主的な安全確保活動の向上を促進するために

行うものです。 

 

 

２．試買テストの調査項目 

①法第８条に規定する技術基準への適合状況の確認 

試買した電気用品の技術基準適合性を確認する。 

 

②法第１０条に規定するＰＳＥマーク等の表示の適正性の確認 

ＰＳＥマーク等の表示の適正性を確認する。 

  

 

1ＰＳＥマーク：特定電気用品 、特定電気用品以外の電気用品  
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３．試買テストの結果 

(１)対象とした電気用品 

 令和５年度の試買テストは、合計６３品目、１６５機種の電気用品に対して実

施しました。 

 

試買テストで対象とした電気用品の内訳 

分類 代表的な電気用品 品目数 機種数 

特定電気用品 
直流電源装置、差込みプラグ、サウ

ナバス用電熱器 等 
１１品目 

３１機種（うち、輸

入機種数 ２１） 

特定電気用品 

以外の電気用品 

電気ストーブ、空気清浄機、エル・イ

ー・ディー・電灯器具、電子レンジ、

リチウムイオン蓄電池（モバイルバ

ッテリー等） 等 

５２品目 
１３４機種（うち、

輸入機種数１１７） 

合    計 ６３品目 
１６５機種（うち、

輸入機種数１３８） 

 

 

(２)結果の概要 

 １６５機種中、技術基準については６７機種(４０．６％)、ＰＳＥマーク等の

表示については、１６機種(９．７％)が基準に適合しないことがそれぞれ確認さ

れました。 

 

 

試買テストの結果、不適合が確認された内容の内訳 

分類 品目数 技術基準 
ＰＳＥマーク等表

示 

特定電気用品  ７品目 
１２機種（うち、輸
入機種数１２） 
(３８．７％) 

３機種（うち、輸
入機種数３） 
(９．７％) 

特定電気用品 
以外の電気用品 

 ３３品目 
５５機種（うち、輸
入機種数４６） 
(４１．０％) 

１３機種（うち、
輸入機種数９） 
(９．７％) 

合計  ３６品目 
６７機種（うち、輸
入機種数５８） 
(４０．６％) 

１６機種（うち、
輸入機種数１２） 

(９．７％) 

 注：（ ）内は、各分類における試買機種数全体に対する不適合機種の割合を 

示しています。 
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① 技術基準に関する不適合内容 

各電気用品に要求されている電気用品安全法第８条に基づく技術基準2に関し

て、今回の試買テストで対象とした電気用品のうち、６７機種、合計１９０件

の不適合事案が確認されました。その項目別内訳については下表の通りです。

また、不適合内容の詳細については別添リストの通りです。 

 

技術基準の不適合事案の項目別内訳 

技術基準不適合項目 不適合数 割合 

表示※１   ４３ ２２．６％ 

空間距離   ２３ １２．１％ 

取扱説明書等   ２１ １１．１％ 

部品・材料   １９ １０．０％ 

雑音の強さ   １９ １０．０％ 

形状・組立・操作 １７   ８．９％ 

絶縁構造・性能 １６   ８．４％ 

消費電力等の許容差 １１   ５．８％ 

アース機構 １１   ５．８％ 

過充電保護 ５   ２．６％ 

平常温度 ２   １．１％  

その他※２ ３   １．６％   

合計 １９０ １００％ 

※１ 表示すべき事項である定格電圧や定格消費電力の未記載など  

 

② ＰＳＥマーク等表示に関する不適合内容  

電気用品安全法第１０条に基づくＰＳＥマーク等の表示に関して、今回の試

買テストで対象とした電気用品のうち、１６機種、合計１７件の不適合事案が

確認されました。その項目別内訳は下表の通りです。 

なお、不適合内容の詳細については別添リストの通りです。 

 

ＰＳＥマーク等の表示に関する不適合事案の項目別内訳 

表示不適合項目 不適合数 割合 

ＰＳＥマークの表示が無い １０ ５８．９％  

届出事業者名の表示が無い ７ ４１．１％  

合計 １７ １００％  

 
2 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成 25年 7月 1日 20130605商局第 3号） 
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４．不適合事案に対する対応 

今回の試買テストで確認された不適合事案については、本省及び各経済産業局

等が届出事業者にその内容を通知し、是正のための改善指導を行っております。

また、再発防止のための是正策が適切に行われているか確認するべく、法令遵守

状況についてフォローアップも行ってまいります。 

 

 

（以上） 



（１）特定電気用品 別添

電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１．
けられていた。

Ｊ６０８８４－１（Ｈ２８）８．４
（第十九条　表示等（一般））
クラスⅡ機器用のプラグ及び可搬形コンセントには、クラスⅡ構造の記号
を付けてはならない。

２． 耐熱性に関する要求事項において、外郭（熱可
塑性樹脂）に対するボールプレッシャー試験
（１２５℃、１ｈ）を行った結果、へこんだ穴
の直径が５．８ｍｍであった。

Ｊ６０８８４－１（Ｈ２８）２５．２
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
アクセサリ及び露出形取付ボックスは、耐熱性がなければならない。
通電部及び接地回路をそれらの位置に保持する絶縁材料の部分及びコンセ
ントの電位相及び中性相の挿入口の回りにある２ｍｍ幅の熱可塑性材料の
前面部分はボールプレッシャ試験を行う。
試験は恒温槽内で温度１２５℃±２℃で行う。
ボールの圧縮こん跡の直径が２ｍｍを超えてはならない。

３． 絶縁距離において、プリント基板の極性が異な
る充電部相互間の空間距離の最小値が、１．２
ｍｍであった。

Ｊ６０８８４－１（Ｈ２８）２７．１
（第八条　絶縁性能の保持）
沿面距離、空間距離及びシーリングコンパウンドを通しての絶縁距離は、
表２３又は附属書ＪＡに規定する値未満であってはならない。
表２３規定値：３ｍｍ（沿面距離、空間距離）
附属書ＪＡ既定値：１．５ｍｍ（沿面距離を含む空間距離）
（ＡＣ１００Ｖ、金属粉が付着しにくい箇所）

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ.ダイオードブリッジ充電部相互間：１．６
ｍｍ（その他の箇所）
ロ.電磁リレーの接点間となる端子間（開路し
た際、異極間となる部分）：２．０ｍｍ（その
他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

２． 二重絶縁構造において、外傷を受けるおそれの
ある器体の外郭の絶縁物（付加絶縁）の厚さの
最小値が０．４ｍｍであった。

別表第八１（７）イ（ロ）ａ（ｂ）
（第八条　絶縁性能の保持）
付加絶縁の絶縁物は、器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれ
のある部分に用いる絶縁物の厚さは、１ｍｍ以上であること。

＜電気用品安全法の令和５年度テスト試買における「技術基準」に関する不適合内容について＞

その他の差込み接続器

電気サウナバス



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、機器に水の浸入に対する保護等級に応じた
ＩＰコードの表記が記載されていなかった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければならない。
（抜粋）
－水の浸入に対する保護等級に応じたＩＰコード。

Ｊ６０３３５－２－５３（２０２１）６．２
− サウナルーム内に取り付けるように意図した機器、サウナ用電熱器、制
御装置、保護装置及び制御盤は、ＩＰＸ４以上
− 組立式サウナの室内にある電気部品は、ＩＰＸ４以上

２． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、機器に次の表記が記載されていなかった。
− サウナ用電熱器の最上部とサウナルームの天
井との間の最小距離
− サウナ用電熱器の底部とサウナルームの床と
の間の最小距離。ただし、この距離がサウナ用
電熱器の構造によって決まる場合を除く。
− サウナ用電熱器と、保護用のレールを含むサ
ウナルームの全ての可燃性材料との間の最小水
平距離。ただし、この距離がサウナ用電熱器の
構造によって決まる場合を除く。

Ｊ６０３３５－２－５３（２０２１）７．１
（第十九条　表示等（一般））
あらかじめ組立式サウナ又は組立式赤外線キャビンに設置するものを除
き、サウナ用電熱器及び赤外線発生器は、次の表示も行わなければならな
い。
− サウナ用電熱器の最上部とサウナルームの天井との間の最小距離
− サウナ用電熱器の底部とサウナルームの床との間の最小距離。ただし、
この距離がサウナ用電熱器の構造によって決まる場合を除く。
− サウナ用電熱器と、保護用のレールを含むサウナルームの全ての可燃性
材料との間の最小水平距離。ただし、この距離がサウナ用電熱器の構造に
よって決まる場合を除く。
− くぼんだ場所に設置することを意図したサウナ用電熱器の場合は、その
くぼみの最大深さ及び最小幅

３． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、機器にＩＥＣ ６０４１７の記号５６４１
（２００２－１０）とＪＩＳ Ｚ ９１０１の禁
止記号（色を除く。）とを組み合わせた記号、
及び“警告 覆わない。”旨の警告の表記が記
載されていなかった。

Ｊ６０３３５－２－５３（２０２１）７．１
（第十九条　表示等（一般））
埋込形以外のサウナ用電熱器及び赤外線発生器は、ＩＥＣ ６０４１７の
記号５６４１（２００２－１０）とＪＩＳ Ｚ ９１０１の禁止記号（色を
除く。）とを組み合わせた記号又は次の趣旨の警告を表示しなければなら
ない。
“警告 覆わない。”

４． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、機器の電源接続用の保護接地端子の表示と
して、ＩＥＣ ６０４１７の記号５０１９（２
００６－０８）が使用されていなかった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．８
（第十九条　表示等（一般））
Ｚ形取付けの場合を除き、電源接続用の端子には、次の表示をしなければ
ならない。 
（抜粋）
－ 保護接地端子は、ＩＥＣ ６０４１７の記号５０１９（２００６－０
８）で示す。

５． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、据付説明書に「近傍に設置するサウナ用電
熱器若しくは赤外線発生器に対する設置方法、
及びサウナ用電熱器若しくは赤外線発生器は単
独で用いなければならない旨」の記載がなかっ
た。

Ｊ６０３３５－２－５３（２０２１）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
サウナ用電熱装置の据付説明書には、次の事項を含めなければならない。
（抜粋）
− 近傍に設置するサウナ用電熱器若しくは赤外線発生器に対する設置方
法、又はサウナ用電熱器若しくは赤外線発生器は単独で用いなければなら
ない旨

６． 表示、及び取扱説明書又は据付説明書におい
て、据付説明書が日本語で記載されていなかっ
た。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．１３
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書又は据付説明書、及びこの規格で要求するその他の文書は、機
器を販売する国の公用語で書かなければならない。

７． 電源接続及び外部可とうコードにおいて、電源
電線としてビニル被覆の電線が取り付けられて
いた。

Ｊ６０３３５－２－５３（２０２１）２５．７
（第八条　絶縁性能の保持）
クラスⅢ機器以外の機器及び湿気のない場合で使用する機器の電源コード
は、次のタイプのいずれか一つでなければならない。ただし、湿気のある
場所で使用する機器の電源コードは、ポリクロロプレン被膜で、かつ、ヘ
ビークロロプレン可とうケーブル（コード分類６０２４５ ＩＥＣ ６６）
と同等以上の特性のものでなければならない。

８． 電源接続及び外部可とうコードにおいて、接地
端子に接続する電線が、緑色のみで配色された
被覆であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２５．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
クラス０Ⅰ機器で接地線を附属する場合、接地端子に接続する電線は、緑
と黄色で配色した被覆をもっていなければならない。

９． 接地の手段において、接地線が通電導体が同じ
長さであるため、電源コードがコード止めから
滑って抜けたときに、通電導体と同時に接地線
が引っ張られる構造であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２７．３
（第一条　安全原則）
電源コードをもつ機器の場合、端子の配置、又はコード止めと端子との間
の導体の長さは、コードがコード止めから滑って抜けたときに接地線より
も先に、通電導体が引っ張られるようになっていなければならない。

サウナバス用電熱器



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示において、供給電圧の種類として、交流表
示（ＡＣ）が機器の定格電圧表示の直後にな
かった。

Ｊ６２３６８－１（２０２０）附属書Ｆ．３．３．３
（第十九条　表示等（一般））
供給電圧の種類、直流、交流又は三相交流は、機器上に表示し、機器の定
格電圧表示の直後になければならない。交流又は直流の識別に記号を用い
る場合、交流の場合，ＩＥＣ　６０４１７－５０３２　（２００２－１
０）の記号～、及び直流の場合，ＩＥＣ　６０４１７－５０３２　（２０
０２－１０）の記号を用いなければならない。

２． 外部電源出力の表示において、外部電源の直流
出力の極性表示がなかった。

Ｊ６２３６８－１（２０２０）附属書Ｆ．３．８
（第十九条　表示等（一般））
外部電源の直流出力は、定格電圧、定格電流及び極性を表示しなければな
らない。
外部電源の交流出力は、定格電圧、定格電流及び入力周波数と異なる場合
は、出力周波数を表示しなければならない。

直流電源装置② １． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に
は、次の趣旨の記載がなかった。
－　この機器は、安全に責任を負う人の監視又
は指示がない限り、補助を必要とする人（子供
を含む）が単独で機器を用いることを意図して
いない。
－　この機器で遊ぶことがないように、子供を
監視することが望ましい。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書に次の趣旨を記載しなければならない。
ａ）機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要
とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していない
ｂ）機器で子供が遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい

１． 構造試験において、印刷基板上の極性が異なる
充電部相互間（２４０Ｖ）の空間距離（沿面距
離を含む）の最小値が、１．６ｍｍであった。
（じんあいが侵入し難い箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．０ｍ
ｍ以上（じんあいが侵入し難い箇所、２４０Ｖ）であること。

２． 構造試験において、整流体（ＤＢ１）の極性が
異なる充電部相互間（２４０Ｖ）の空間距離
（沿面距離を含む）が、１．８ｍｍであった。
（じんあいが侵入し難い箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．０ｍ
ｍ以上（じんあいが侵入し難い箇所、２４０Ｖ）であること。

３． 二重絶縁構造において、テストピン及び試験指
が充電部（出力端子）に触れた。なお、トラン
スが、ダブルボビン又はセパレート巻の構造で
はなかった。

別表第八１（７）ハ（ハ）
（第七条第1項　感電に対する保護）
２次電圧が３０Ｖ以下であって、１次巻線と２次巻線が独立して巻かれ、
かつ、二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された２次側の回路の電圧が交流
にあっては３０Ｖ以下、直流にあっては４５Ｖ以下の部分

４． 二重絶縁構造において、１次回路と２次回路の
間にコンデンサーが接続されていた。

別表第八１（７）ト
（第七条第1項　感電に対する保護）
充電部（１次側）とアースするおそれのある非充電金属部（２次側）との
間には、コンデンサーを接続していないこと。

５． 表示において、機器本体に、表示すべき事項で
ある「定格入力容量（ＶＡ）」が表示されてい
なかった。

別表第八１（１２）
（第十九条　表示等（一般））
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
（附表第六）
表示すべき事項
１（省略）
２　定格入力容量
３～８（省略）
表示の方法
表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

直流電源装置①

直流電源装置③



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 危険からの保護において、強化絶縁となる１次
－２次半田面（動作電圧３３９Ｖ（ピーク
値）、２４０Ｖ（実効値））の沿面距離の最小
値が０．６ｍｍであった

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）２．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
空間距離は，機器に流入する過渡電圧を含む過電圧，及び機器内で発生す
るピーク電圧によって空間距離が絶縁破壊しないような寸法でなければな
らない。詳細な要求事項は、２．１０．３による。
沿面距離は，実効値動作電圧及び汚損度に応じて，フラッシュオーパ又は
絶縁破壊(例トラッキングによるもの)を生じないような寸法にしなければ
ならない。詳細な要求事項は、２．１０．４による。
・強化絶縁空間距離４．０ｍｍ以上
・強化絶縁沿面距離４．８ｍｍ以上

２． 温度に関する要求事項において、プラグブレー
ド保持部分（熱可塑性樹脂）に対するボールプ
レッシャー試験（１２５℃、１ｈ）を行った結
果、へこんだ穴の直径が４．１ｍｍであった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）４．５．２
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
熱可塑性樹脂部分に危険電圧部が直接取り付けられている場合は、その樹
脂部分は異常状態の熱に耐えなければならない。適否は、その樹脂部分に
ＪＩＳＣ６０６９５－１０－２：２０００によるボールプレッシャ試験
（へこんだ穴の直径が２ｍｍ以下）を行うことによって判定する。材料の
物理的特性を調べた結果、この試験の要求事項に合格することが明らかで
ある場合は試験を行わない。

３． 耐電圧において、１次－２次間に、３０００Ｖ
ａｃ、１分間の耐電圧試験を実施したところ、
コンデンサー（ＣＹ）が２１７０Ｖａｃで絶縁
破壊した。（ＣＹ間の動作電圧：３９１Ｖ
（ピーク値））

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）５．２
（第八条　絶縁性能の保持）
機器に用いる固体絶縁物は、十分な耐電圧をもたなければならない。３０
００Ｖａｃ、１分間

動作電圧３９１Ｖ（ピーク値）における耐圧試験条件：試験電圧３０００
Ｖａｃ、１分間

４． 妨害波試験（端子電圧）において、測定周波数
が０．１５～０.５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値
の最大値が「７７．４／７７．４ｄＢ」、平均
値の最大値が「６１．２／６０．２ｄＢ」(測
定周波数０．１６７ＭＨｚ、（電源電圧１００
Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。

Ｊ５５０２２（Ｈ２２）５．１
（第十八条　雑音の強さ）
伝導妨害波電圧は、周波数が０.１５～０.５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値に
あっては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５６～４６ｄＢ、周波数が
０.５～５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ、平均値にあっ
ては４６ｄＢ、及び、周波数が５～３０ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっ
ては６０ｄＢ、平均値にあっては５０ｄＢ以下であること。

直流電源装置④



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 材料試験において、差込みプラグの刃の部分に
鉄を使用していた。

別表第八１（１）ヘ（イ）
(第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用)
導電材料は、次に適合すること。
（イ）刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。

２． 通常の使用状態において、定格出力電流（２．
４Ａ）が出力しなかった。

別表第八１（２）イ
（第二条　安全原則）
通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであって、形状が
正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。

３． 構造試験において、プリント基板上（交流充電
部と高インピーダンスにより保護される部分と
の間（極性の異なる充電部間（２４０Ｖ））の
空間距離（沿面距離を含む。）の最小値が１．
８ｍｍであった。
なお、高インピーダンス以降の空間距離（沿面
距離を含む。）も不足していた。

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、３．０ｍ
ｍ以上（その他の箇所、２４００Ｖ）であること。

４． 構造試験において、トランスの１次巻線と２次
巻線との間の空間距離及び沿面距離が０．１ｍ
ｍであった。

別表第八１（２）ト
（第七条第1項　感電に対する保護）
充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の空間距離（沿面距
離を含む。）は、２．０ｍｍ以上（じんあいが侵入し難い箇所、２４０
Ｖ）であること。

５． 栓刃間を保持する絶縁材料に７５０℃のグロー
ワイヤー試験を行ったとき、グローワイヤーを
引き離し後３０秒以上試験片が燃焼した。

別表第八１（２）エ（ハ）ｂ
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、ＪＩＳ　Ｃ６
０６９５－２－１１（２００４）又はＪＩＳ　Ｃ６０６９５－２－１２
(２０１３)に規定する試験を試験温度７５０℃で行ったとき、これに適合
（グローワイヤー引き離し後、試験片の燃焼又は赤熱が３０秒以内に消え
ること。）するものであること。ただし、ＪＩＳ　Ｃ　６０６９５－２－
１３（２０１３）に従ったグローワイヤ着火温度が７７５℃レベル以上の
材料は、この限りでない〕

６． 部品及び附属品試験において、差込みプラグの
刃先にボッチ孔がなかった。

別表第八１（３）ヌ
（第二条　安全原則）
接続器にあっては、別表第四１（１）並びに（２）イ、ホ、ヘ、チ、ヌ、
ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ツ、ラ、ム、ノ及びク並びに６（１）イ、
ハ、ニ及びホ並びに６（３）ロ、ハ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ及びルに規定す
る技術上の基準に適合すること。
別表第四６（１）ニ（ホ）
（解釈） 表１の図１
・ボッチ孔：φ３ｍｍ　＋０．３ｍｍ／－０．２ｍｍ

７． 二重絶縁構造において、テストピン及び試験指
が充電部（出力端子）に触れた。なお、トラン
スが、ダブルボビン又はセパレート巻の構造で
はなかった。

別表第八１（７）ハ（ハ）
（第七条第1項　感電に対する保護）
２次電圧が３０Ｖ以下であって、１次巻線と２次巻線が独立して巻かれ、
かつ、二重絶縁構造の絶縁変圧器に接続された２次側の回路の電圧が交流
にあっては３０Ｖ以下、直流にあっては４５Ｖ以下の部分

８． 二重絶縁構造において、１次回路と２次回路の
間にコンデンサーが接続されていた。

別表第八１（７）ト
（第七条第1項　感電に対する保護）
充電部（１次側）とアースするおそれのある非充電金属部（２次側）との
間には、コンデンサーを接続していないこと。

９． 表示において、機器本体に、以下に記載する表
示すべき事項が表示されていなかった。
イ．定格入力容量（ＶＡ）
ロ．定格周波数（Ｈｚ）

別表第八１（１２）
（第十九条　表示等（一般））
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
（附表第六）
表示すべき事項
１（省略）
２　定格入力容量
３　定格周波数
４～８（省略）
表示の方法
表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

10． 絶縁性能において、充電部と器体の表面との間
に交流電圧を加えたところ、３９００Ｖで絶縁
破壊が生じた。

別表第八２（１０２）ハ
（第八条　絶縁性能の保持）
附表第三１及び２の試験を行ったとき、これに適合すること。
（附表第三２（４））
二重絶縁構造のものにあっては、平常温度上昇試験の直後に絶縁抵抗試験
の後、次の表の左欄に掲げる絶縁の種類ごとに同表右欄に掲げる交流電圧
を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
（強化絶縁：４０００Ｖ　（２４０Ｖ））

11． 雑音の強さ試験において、連続性雑音端子が、
周波数５２６．５kＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範
囲で最大値が、７０．５／７１．０ｄＢ（測定
周波数０．５７８ＭＨｚ／０．５７８ＭＨｚ・
電源電圧２４０Ｖ・電源周波数５０／６０Ｈ
ｚ）であった。

別表第十第５章２．２（１）
（第十八条　雑音の強さ）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５Ｍ
Ｈｚ以下の範囲にあっては５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

直流電源装置⑤



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１．
かった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）１．７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の識別表示をしなければならない。

２． イ．差込みプラグの耐トラッキング用の絶縁物
を取り除いた状態で刃の付け根の厚さがそれぞ
れ１．２５ｍｍであった。
ロ．差込みプラグの耐トラッキング用の絶縁物
を取り除いた状態で刃の付け根の幅がそれぞれ
５．２５ｍｍであった。
ハ．差込みプラグの耐トラッキング用の絶縁物
が付いた状態で刃の付け根の厚さがそれぞれ
１．９８ｍｍであった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）４．３．６
（第二条　安全原則）
ダイレクトプラグイン機器は、コンセントに過度の力が加わってはならな
い。電源プラグ部は、該当する電源プラグに関する規格に適合したもので
なければならない。
・刃の厚さ：１．５±０．１ｍｍ
・刃の幅　：６．３±０．３ｍｍ
・樹脂を被せた部分の幅：１．９ｍｍ未満

３． 耐電圧において、１次－２次間に、３０００Ｖ
ａｃ、１分間の耐圧試験を実施したところ、Ｃ
６－１次回路パターンの部分で３０００Ｖａｃ
に達した直後に絶縁破壊した。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）５．２
（第八条　絶縁性能の保持）
機器に用いる固体絶縁物は、十分な耐電圧をもたなければならない。３０
００Ｖａｃ、１分間

４． 危険からの保護において、１次－２次（パター
ン）間（動作電圧３３９Ｖ（ピーク値）、２４
０Ｖ（実効値））の空間距離及び沿面距離が
３．８ｍｍ（最小値）であった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）２．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
空間距離は、機器に流入する過渡電圧を含む過電圧、及び機器内で発生す
るピーク電圧によって空間距離が絶縁破壊しないような寸法でなければな
らない。詳細な要求事項は、２．１０．３による。
沿面距離は、実効値動作電圧及び汚損度に応じて、フラッシュオーパ又は
絶縁破壊(例トラッキングによるもの)を生じないような寸法にしなければ
ならない。詳細な要求事項は、２．１０．４による。

動作電圧３３９Ｖ（ピーク値）、２４０Ｖ（実効値）において、
・強化絶縁（空間距離）：４．０ｍｍ
・強化絶縁（沿面距離）：４．８ｍｍ

５． 危険からの保護において、１次（パターン）－
２次（Ｃ６ケース）間（動作電圧３３９Ｖ
（ピーク値）、２４０Ｖ（実効値））の空間距
離及び沿面距離が１．３ｍｍ（最小値）であっ
た。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）２．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
空間距離は、機器に流入する過渡電圧を含む過電圧、及び機器内で発生す
るピーク電圧によって空間距離が絶縁破壊しないような寸法でなければな
らない。詳細な要求事は、２．１０．３による。
沿面距離は、実効値動作電圧及び汚損度に応じて、フラッシュオーパ又は
絶縁破壊(例トラッキングによるもの)を生じないような寸法にしなければ
ならない。詳細な要求事項は、２．１０．４による。

動作電圧３３９Ｖ（ピーク値）、２４０Ｖ（実効値）において、
・強化絶縁（空間距離）：４．０ｍｍ
・強化絶縁（沿面距離）：４．８ｍｍ

６． 温度に関する要求事項において、プラグブレー
ド保持部分（熱可塑性樹脂）に対するボールプ
レッシャー試験（１２５℃、１ｈ）を行った結
果、へこんだ穴の直径が３．８ｍｍであった。

Ｊ６０９５０－１（Ｈ２２）４．５．２
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
熱可塑性樹脂部分に危険電圧部が直接取り付けられている場合は、その樹
脂部分は異常状態の熱に耐えなければならない。適否は、その樹脂部分に
ＪＩＳＣ６０６９５－１０－２：２０００によるボールプレッシャ試験
（へこんだ穴の直径が２ｍｍ以下）を行うことによって判定する。材料の
物理的特性を調べた結果、この試験の要求事項に合格することが明らかで
ある場合は試験を行わない。

７． 妨害波試験（端子電圧）において、測定周波数
が０．１５～０．５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値
の最大値が「８７．６／８７．６ｄＢ」、平均
値の最大値が「７９．０／７８．２ｄＢ」(測
定周波数０．１５ＭＨｚ、（電源電圧１００
Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。

Ｊ５５０２２（Ｈ２２）５．１
（第十八条　雑音の強さ）
伝導妨害波電圧は、周波数が０.１５～０.５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値に
あっては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５６～４６ｄＢ、周波数が
０.５～５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ、平均値にあっ
ては４６ｄＢ、及び、周波数が５～３０ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっ
ては６０ｄＢ、平均値にあっては５０ｄＢ以下であること。

直流電源装置⑥



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

その他の採暖用電熱器
具①

１． 平常温度上昇試験において、自動温度調節器
（バイメタル式）及び温度過昇防止装置（温度
ヒューズ式）の接点を短絡（※）し、電源電圧
を１００Ｖで通電したとき、試験品を置く木台
の表面温度が１５９．０℃であった。
なお、試験終了時には樹脂外郭が溶け、ヒー
ター線が露出していた。

※発熱部の片側の表面積８０００ｃｍ２以下の
場合であって、同一仕様の制御素子の個数が２
個以上ある場合は、それらの接点は短絡しな
い。

（当該製品の発熱部の表面積：３１２ｃｍ２で
あった）

別表第八２（２０）ハ
（第十条　火傷の防止）
次の（イ）から（ヲ）までに掲げる試験条件において試験を行い、この間
の各部の温度は、附表第四の左欄に掲げる測定箇所（同表７の測定箇所に
あっては、据置き形のものに限る。）ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる
値以下であること。
（中略）
（ヘ）就寝中又は床上に敷いて使用する採暖用のものであって、温度
ヒューズ（温度過昇防止装置として使用しないものを除く。以下（ヘ）に
おいて同じ。）、自動温度調節器又は自動スイッチを有するものにあって
は、感熱線を使用するものを除き、これらの接点を短絡すること。ただ
し、次の表の左欄に掲げる発熱部の片側の表面積ごとにそれぞれ同表の右
欄に掲げる個数の温度ヒューズ、自動温度調節器又は自動スイッチを発熱
体に直列に接続し、かつ、発熱部の内部に均一に取り付けてあるものに
あっては、この限りでない。
附表第四
－試験品を置く木台の表面：９５℃

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ.ダイオードブリッジ充電部相互間：１．２
ｍｍ（その他の箇所）
ロ.極性が異なる充電部相互間（交流回路（１
００Ｖ）－整流後回路間）：１．３ｍｍ（その
他の箇所）
ハ.極性が異なる充電部相互間（交流回路（１
００Ｖ）－整流後回路（電磁リレーコイル端
子）間）：１．７ｍｍ（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

２． 構造試験において、外傷を受けるおそれのある
器体の外郭の絶縁物（付加絶縁）の厚さの最小
値が０．４ｍｍであった。

別表第八１（２）ツ（ハ）
（第七条第1項　感電に対する保護）
人が触れるおそれのある非金属部の表面は、二重絶縁又は強化絶縁により
充電部から絶縁されていること。
（抜粋）
別表第八１（７）イ（ロ）ａ（ｂ）
付加絶縁の絶縁物は、器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれ
のある部分に用いる絶縁物の厚さは、１ｍｍ以上であること。

３． 構造試験において、器体内部のアース用端子の
近傍に、アース用である旨の表示が施されてい
なかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ｂ
（第七条第1項　感電に対する保護）
アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又は
その近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあるこ
と。ただし、器体の内部にある端子であって、アース線を取り換えること
ができないものにあっては、この限りでない。

４． 構造試験において、器体内部のアース用端子ね
じの呼び径が３．０ｍｍであった。

別表第八１（２）ツ（ホ）ｂ
（第七条第1項　感電に対する保護）
アース用端子は、次に適合すること。
端子ねじの呼び径は、４ｍｍ（溝付六角頭ねじ、大頭丸平小ねじ及び押し
締めねじ形のものにあっては、３．５ｍｍ）以上であること。
（解説３２）
定格電流が１５Ａ以下の機器の内部に使用する端子ねじの呼び径は、３．
５ｍｍ以上とすることができる。

５． 構造試験において、交換が可能である電流
ヒューズの取付け部又は銘板のいずれにも定格
電流（１０Ａ）の表示がなかった。

別表第八１（２）マ
（第十九条　表示等（一般））
ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板又はヒューズの取付け部
に、電流ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動
作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えること
ができないヒューズにあっては、この限りでない。

６． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力３８０Ｗに対して、測定値が５２７．５
／５２６．５Ｗ（上半身・中心部・下半身の温
度設定：８０℃、電源周波数５０／６０Ｈｚ、
偏差：＋３８．８／＋３８．６％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が１００Ｗを超え１０００Ｗ以下のものの許容差は＋１０、
－１５％以内であること。

７． 雑音の強さ試験において、連続性雑音端子が、
周波数５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範
囲で最大値が、８０．６ｄＢ（測定周波数０．
５２６５ＭＨｚ・電源周波数５０－６０Ｈｚ）
であった。

別表第十第５章２．２（１）
（第十八条　雑音の強さ）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５Ｍ
Ｈｚ以下の範囲にあっては５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

その他の採暖用電熱器
具②

（２）特定電気用品以外の電気用品



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

その他の調理用電熱器
具

１． 表示及び取扱説明書において、温度ヒューズの
定格銘板上の表示が、「電流ヒューズ：１０
２℃」であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．１６
（第十九条　表示等（一般））
この規格への適合が、交換可能な温度ヒューズ又はヒューズの作動に依存
している場合、そのヒューズを交換するために必要な程度機器を分解した
ときに、ヒューズを識別するための型番又はその他を、明確に見える場所
に表示しなければならない。

１． 構造試験において、極性が異なる充電部相互間
（２４０Ｖ）の空間距離（沿面距離を含む）の
最小値が、次のとおりであった。
イ．充電部とパターン間が、２．６ｍｍ（その
他の箇所）
ロ．電源スイッチ端子間が、１．５ｍｍ（その
他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、３ｍｍ以
上（その他の箇所、２４０Ｖ）であること。

２． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力４０Ｗに対して、測定値が５６．２Ｗ
（電源電圧２４０Ｖ、電源周波数５０Ｈｚ、偏
差：＋４０．５％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が２０Ｗを超え１００Ｗ以下のものの許容差は±１５％以内
であること。

３． 二重絶縁構造において、印刷基板に接続してい
る電線が接続部の近傍に固定されていなかっ
た。
なお、この接続部が緩み又は外れたとき、これ
らの電線に２Ｎの力を加えたとき、充電部と器
体の表面との間の強化絶縁の空間距離が１．６
ｍｍとなった。

別表第八１（７）リ（ロ）
（第七条第1項　感電に対する保護）
電線の接続は、次に適合すること。ただし、接続部が緩み又は外れたとき
に、電線に２Ｎの力を加えて測定した付加絶縁の空間距離又は強化絶縁の
空間距離がイ（イ）ｂの表に掲げる距離の１／２以上あるものにあつて
は、この限りでない。この場合において、基礎絶縁の空間距離にあつては
イ（イ）ｂの表に掲げる距離以上であること。
（イ）電線をねじ又はナットを用いて接続するものにあつては、ばね座金
又は歯付き座金を介して締め付けてあること。
（ロ）（イ）以外により接続するものにあっては、電線を接続部及びその
近傍に固定してあること。

強化絶縁の空間距離の１／２：２．５ｍｍ（その他の箇所）

４． 表示において、定格電圧が１２５Ｖを超えるに
もかかわらず、相の表示がなかった。

別表第八１（１２）
（第十九条　表示等（一般））
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
（附表第六）
表示すべき事項
１　相（定格電圧が１２５Ｖを超えるものの場合に限る）
２～９（省略）
表示の方法 表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で、表示するこ
と。

電気髪ごて①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示及び取扱説明書において、機器に、ＩＳＯ　
７０１０の記号Ｐ０２６（２０１１－０５）、
又は「警告：水の近くで機器を使用してはなら
ない。」旨の表示がない。

Ｊ６０３３５－２－２３（Ｈ２９）７．１
（第十九条　表示等（一般））
可搬形ヘアドライヤ、カールごて及びこれに類する機器には、ＩＳＯ　７
０１０の記号Ｐ０２６（２０１１－０５）、又は次の趣旨を表示しなけれ
ばならない。
“警告：水の近くで機器を使用してはならない。”

２． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に、
次の主旨の記載がなかった。
－ 機器を電源に接続している間は、決して放
置しない。

Ｊ６０３３５－２－２３（Ｈ２９）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
ヘアストレータ及びカールごての取扱説明書には、次の趣旨を含めなけれ
ばならない。
（抜粋）
－ 機器を電源に接続している間は、決して放置しない。

３． 入力及び電流において、定格入力５２Ｗに対し
て、測定値が２５．５／２６．３Ｗ（電源電圧
１００／２４０Ｖ、電源周波数６０Ｈｚ、偏差
値－５１．０％／－４９．６％）であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）１０．１
（第二条　安全原則）
機器に定格入力が表示されている場合、通常動作温度における入力は、定
格入力から、表１に規定する許容値を超える差があってはならない。ＰＴ
Ｃ電熱素子を発熱体としたものの定格入力の許容差は、その定格値によら
ず±１５％とする。
適否は、入力が安定したときの測定によって判定する。この場合、機器は
次による。
－同時に動作できる回路は、全て動作状態にする。
－機器には定格電圧を加える。
－通常動作で機器を運転する。

一連の動作中に入力が変化する場合、入力は、ある代表的な期間について
の入力の算術平均値として求める。

Ｊ６０３３５－２－２３（Ｈ２９）１０．１
ＰＴＣ電熱素子を組み込んだ機器の代表的期間は、３０分である。

４． 妨害波試験（端子電圧）において、次のとおり
であった。 
イ．電源電圧１００Ｖ、電源周波数５０／６０
Ｈｚのとき、周波数が０.１５～０.５０ＭＨｚ
の範囲で、準尖頭値の最大値が８４．７／８
７．０ｄＢ（測定周波数０．１５／０．１５Ｍ
Ｈｚ）であった。
ロ．電源電圧２４０Ｖ、電源周波数５０／６０
Ｈｚのとき、周波数が０.１５～０.５０ＭＨｚ
の範囲で、準尖頭値の最大値が８７．９／８
９．７ｄＢ（測定周波数０．１５／０．１５Ｍ
Ｈｚ）であった。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．１
（第十八条　雑音の強さ）
端子電圧は、周波数が０.１５～０.５０ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっ
ては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５９～４６ｄＢ、周波数が０.５
０～５ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ、平均値にあっては
４６ｄＢ、及び、周波数が５～３０ＭＨｚの範囲で、準尖頭値にあっては
６０ｄＢ、平均値にあっては５０ｄＢ以下であること。

その他の理容用電熱器
具①

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ．１００Ｖ回路異極間が、２．０ｍｍ（その
他の箇所）
ロ．ＡＣライン部と整流後のパターン間が、
２．１ｍｍ（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

その他の理容用電熱器
具②

１． 構造において、ホース接続部が緩んだり、破れ
た際の水漏れによって、ホース結合部下方にあ
る制御基板充電部に水滴が付着した。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２２．６
（第九条　火災の危険源からの保護）
機器は、冷たい面の上で結露するおそれがある水又は機器の容器、ホー
ス、カップリングその他これに類するものから漏れるおそれがある液体に
よって、その電気絶縁が影響を受けない構造でなければならない。さら
に、クラスⅡ機器及びクラスⅡ構造の電気絶縁は、ホースが破れたり、
シールから液体が漏れたりしたときにも影響を受けないようにしなければ
ならない。

１． 入力及び電流において、定格入力１８００Ｗに
対して、測定値が１５１５／１５０３Ｗ（電源
電圧１１０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ、偏
差：－１５．８／－１６．５％）であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）１０．１
（第二条　安全原則）
機器に定格入力が表示されている場合、通常動作温度における入力は、定
格入力から、表１に規定する許容値を超える差（１８００Ｗ／＋５、 －
１０％）があってはならない。

２． 電源接続及び外部可とうコードにおいて、
箇条１１の試験中に温度上昇が１４１．５Ｋと
なる熱風口金属部に接触するにもかかわらず、
ビニルシースコードを用いていた。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２５．７
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
クラスⅢ機器以外の機器の電源コードは、次のタイプの一つでなければな
らない。
（中略）
－ポリ塩化ビニル被覆：箇条１１の試験中に温度上昇が７５Ｋを超える金
属部に接触する可能性がある場合、用いてはならない。

３． 妨害波試験（妨害波電力）において、測定周波
数が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以下の範囲で
準尖頭値の最大値が５８．８／５９．０ｄＢ
（測定周波数２５７．７０ＭＨｚ、電源電圧１
１０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であっ
た。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．２
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電力は、周波数が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以下の周波数範囲
で、準尖頭値にあっては４５～５５ｄＢ以下、平均値にあっては３５～４
５ｄＢ以下であること。

４． 妨害波試験（放射妨害波）において、測定周波
数が３００ＭＨｚ以上１０００ＭＨｚ以下の範
囲で準尖頭値の最大値が５３．０／５２．６ｄ
Ｂ（測定周波数３０６．２７ＭＨｚ、電源電圧
１１０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であっ
た。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．２
（第十八条　雑音の強さ）
放射妨害波は、周波数が２３０ＭＨｚ以上１０００ＭＨｚ以下の周波数範
囲で、準尖頭値にあっては４２ｄＢであること。

電気髪ごて②

その他の工作用又は工
芸用電熱器具①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

その他の工作用又は工
芸用電熱器具②

１． 構造試験において、器体スイッチ（スライドス
イッチ）のプリント基板上の極性が異なる充電
部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿面距離を
含む）の最小値が、次のとおりであった。
イ.スライドスイッチの接点間となる端子と印
刷配線間（開路した際、異極間となる部分）：
１．５ｍｍ（その他の箇所）
ロ.スライドスイッチの接点間となる端子と印
刷配線間（開路した際、異極間となる部分）：
１．９ｍｍ（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

１． 表示及び取扱説明書において、圧縮式機器であ
るにもかかわらず、本体に、定格電流（Ａ）の
表示がなかった。

Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２９）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければならない。
－定格入力（Ｗ）又は定格電流（Ａ）。ただし、アイスクリーム機器以外
の圧縮式機器は、定格電流（Ａ）だけで表示する。

２． 表示及び取扱説明書において、機器本体に、気
候クラスを示す文字の表示がなかった。

Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２９）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければならない。
 －機器の気候クラスを示すＳＮ、Ｎ、ＳＴ又はＴの文字。

３． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に次
の趣旨の記載がなかった。
－警告：製造業者が推奨する形式の電気機器以
外、食品貯蔵庫内で用いない。

Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２９）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
機器を安全に用いることができるように、機器には取扱説明書を備えなけ
ればならない。
可燃性冷媒を用いる圧縮式機器の取扱説明書には、次の警告の内容を含ん
でいなければならない。
－　警告：製造業者が推奨する形式の電気機器以外、食品貯蔵庫内で用い
ない。

４． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に業
務用と記載されているが、その用途の記載がな
かった。

Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２９）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書は、次の情報を記載する。
この機器は、家庭用、及び次のような類似の用途の場合に用いることを意
図している。
－　店舗、オフィス又はその他労働環境下のスタッフ用のキッチンで使用
される場合。
－　農家、ホテル、モーテル又はその他居住タイプの環境下で客によって
使用される用途の場合。
－　朝食付き簡易宿泊施設の場合。
－　まかない又は類似の非小売環境の場合。
注記１０４　製造業者が上記以外に用途を制限する必要がある場合は、取
扱説明書に明確に記載する必要がある。

５． 表示及び取扱説明書において、可燃性断熱発泡
ガスの表示（シクロペンタン）に用いる文字高
さが最大３．８ｍｍであった。

Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ２９）７．１４
（第十九条　表示等（一般））
可燃性断熱発砲ガスの表示（主成分の化学名、冷媒番号又は冷媒名称）に
用いる文字高さは、４０ｍｍ以上でなければならない。ただし、“ノンフ
ロン”の文字をラベルに表示し、ラベルの下地色を薄緑色又は同等色とし
た場合は除く。

電気冷蔵庫



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 電源コードに規定の引張力である１００Ｎの力
を加えたところ、端子部に張力が加わり、長さ
方向に３．６ｍｍの変異があった。また引張力
試験後に電源コードに０．３５Ｎｍのトルクを
加えたところ、機体内部の電線がよじれ接続端
子部に張力が加わった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２５．１５
（第八条　絶縁性能の保持）
電源コード付きの機器は、コード止めをもっていなければならない。コー
ド止めは、端子部において導体にねじれを含む張力が加わらず、かつ、導
体の絶縁物を摩耗から保護しなければならない。
（抜粋）
表１２に規定する引張力を加えて、コード止めから約２０ｍｍのところ、
又は他の適切なところでコード上に印を付ける。
次に、規定の引張力を急に加えないようにして、最も不利となる方向に１
秒間加える。この試験を２５回行う。
次に、コードのできるだけ機器に近いところにトルクを加える。トルクは
表１２に規定する値とし、１分間加える。
試験中、コードに損傷が生じてははならず、かつ、端子に明らかな試験用
張力が伝わってはならない。引張力を再度加えた後で、コードは、２ｍｍ
を超える変位があってはならない。

２． 電線接続及び外部可とうコードにおいて、電源
電線の絶縁体（基礎絶縁）が器体内部の金属外
郭に接触していた。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２５．２０
（第七条第1項　感電に対する保護）
Ｙ形取付けの場合、電源コードの絶縁導体は、クラス０Ⅰ機器は基礎絶縁
によって、可触金属部から更に絶縁しなければならない。この絶縁には、
電源コードのシースその他の方法を用いることができる。

電気冷水機② １． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書の注
意書きに周囲温度が氷点下になる場所に設置し
てはいけない旨の記載があったが、適切な動作
のための最高及び最低周囲温度の表示がなかっ
た。

Ｊ６０３３５－２－７５（Ｈ２９）７．１２．１
（第十九条　表示等（一般））
据付説明（書）には、適切な動作のための最高及び最低周囲温度を記載し
なければならない。

サーキュレーター １． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に
は、次の趣旨の記載がなかった。
－　この機器は、安全に責任を負う人の監視又
は指示がない限り、補助を必要とする人（子供
を含む）が単独で機器を用いることを意図して
いない。
－　この機器で遊ぶことがないように、子供を
監視することが望ましい。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
機器を安全に用いることができるように、機器には取扱説明書を備えなけ
ればならない。
取扱説明書には、次の趣旨を記載しなければならない。
－　この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を
必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していな
い。
－　この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

１． 構造試験において、アース用口出し線を器体の
外側に向かって４４Ｎの張力を加えたとき、及
び、器体の内側に向かって５ｃｍの箇所を保持
して押し込んだとき、アース用口出し線と内部
端子との接続部に張力が加わった。

別表第八１（２）ツ（イ）
（第八条　絶縁性能の保持）
アース機構を有するものにあつては、外郭の見やすい箇所（固定して使用
するものであつて、アース用の配線が外部に露出しない構造のものにあつ
ては、器体の内部）にアース用端子又はアース線を設けてあること。
（解説３０．） 器体の内部のアース用口出し線の接続部には、張力が加
わらないこととは、別表第八１（２）ヲの電源電線等に規定する事項を参
照する。
〔別表第八１（２）ヲ〕 電源電線等は、器体の外方に向かって器体の自
重の値の３倍の値（略）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の
内部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込ん
だとき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッ
シングが外れるおそれのないこと。

自重の値の３倍の張力：４４Ｎ

２． 構造試験において、器体内部のアース用端子か
ら引き出されているアース用口出し線（緑色）
にアース用である旨の表示がなかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ａ
（第七条第1項　感電に対する保護）
アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用で
ある旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施し
た電線にあっては、この限りでない。

３． 構造試験において、器体内部のアース用端子の
近傍に、アース用である旨の表示が施されてい
なかった。

別表第八１（２）ツ（ニ）ｂ
（第七条第1項　感電に対する保護）
アース用端子には、そのもの（容易に取り外せる端子ねじを除く。）又は
その近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してある
こと。アース用である旨の表示とは別表第四１（２）ネ（ロ）ａからｄに
よる。ただし、器体の内部にある端子であって、アース線を取り換えるこ
とができないものにあっては、この限りでない。

４． 部品及び附属品において、アース用口出し線

に、断面積が０.５０ｍｍ²の単心ビニルコード
を使用していた。

別表第八１（３）ハ（ロ）
（第八条　絶縁性能の保持）

アース線は、断面積が１．２５ｍｍ²以上の単心コードまたは単心キャブ
タイヤケーブルであること。

電気冷水機①

換気扇



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

電気温風機① １． 表示及び取扱説明書において、機器本体に、
覆ってはならない旨の図記号又は警告文の表示
がなかった。

Ｊ６０３３５－２－３０（Ｈ２９）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければばならない。

ヒータには、色を除いたＪＩＳ　Ｓ　０１０１の禁止図記号若しくはＪＩ
Ｓ　Ｚ　９１０１の禁止標識と結合させたＩＥＣ　６０４１７記号５４６
１（２００２－１０）の記号、又は次の事項を表示しなければならない。 
警告：覆ってはならない。

１． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に、
ヒータをコンセントのすぐ下に置いてはならな
い旨の記載がなかった。

Ｊ６０３３５－２－３０（Ｈ２９）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書には、ヒータをコンセントのすぐ下に置いてはならない旨を記
載しなければならない。

２． 表示及び取扱説明書において、機器本体に、
覆ってはならない旨の表示（文字の高さ１．８
ｍｍ）があったが、高さが３ｍｍ以上でなかっ
た。

Ｊ６０３３５－２－３０（Ｈ２９）７．１４
（第十九条　表示等（一般））
“覆ってはならない。”の文字の高さは、３ｍｍ以上でなければならな
い。

３． 表示及び取扱説明書において、機器本体に、
覆ってはならない旨の表示があったが、背面に
表示されていた。

Ｊ６０３３５－２－３０（Ｈ２９）７．１５
（第十九条　表示等（一般））

ヒータの設置後に“覆い”に関する表示が識別できなければならない。し
たがって、可搬形ヒータの底面又は背面には表示してはならない。

１． 表示において、クラス０Ⅰ機器にもかかわら

Ⅱ機器）の表示があった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の内容を行わなければならない。
（抜粋）
－クラスⅡ機器の場合にはＩＥＣ６０４１７の記号５１７２。

２． 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に次
の表示が記載されていなかった。

この機器は、家庭内及び次のような、類似用途
で使用するように意図している。
－店舗、事務所及び他の作業環境内のスタッフ
用台所区域
－ 農家
－ ホテル、モーテル及び他の住居タイプの環
境での顧客が使用するもの
－ 朝食付き簡易宿泊施設（ベット及び朝食付
きホテル）タイプの環境
－ 共同住宅又はコインランドリ内の共用区
域。

Ｊ６０３３５－２－７（Ｈ３０）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書には、次の趣旨を含めなければならない。
この機器は、家庭内及び次のような、類似用途で使用するように意図して
いる。
－店舗、事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域
－ 農家
－ ホテル、モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの
－ 朝食付き簡易宿泊施設（ベット及び朝食付きホテル）タイプの環境
－ 共同住宅又はコインランドリ内の共用区域。

３． 部品において、１００Ｖで運転したとき、定格
電圧が１１０Ｖの洗濯用電動機運転用コンデン
サーの端子の両端に、１５９．５Ｖの電圧が印
加されていた。
さらに、機器の定格電圧の１．１倍の電圧（１
１０Ｖ）で運転したとき、コンデンサー両端の
電圧が１７８．５Ｖであった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２７）２４．５
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
モータの補助巻線に用いるコンデンサには、定格電圧及び定格静電容量を
表示しなければならず、かつ、これらの表示に従って用いなければならな
い。
さらに、モータの巻線と直列に接続したコンデンサの場合は、最小負荷を
掛けて、機器の定格電圧の１．１倍の電圧で機器を運転したときのコンデ
ンサ両端の電圧が、コンデンサの定格電圧の１．１倍を超えないこと。

４． 雑音の強さ（不連続性雑音端子電圧）におい
て、周波数０．１５ＭＨｚで不連続性雑音の許
容値を超えるクリックが９０．０／９０．０％
（電源周波数５０／６０Ｈｚ、洗い・標準）、
周波数０．５ＭＨｚで不連続性雑音の許容値を
超えるクリックが７７．５／７７．５％（電源
周波数５０／６０Ｈｚ、洗い・標準）、周波数
１．４ＭＨｚで不連続性雑音の許容値を超える
クリックが３５．０／３５．０％（電源周波数
５０／６０Ｈｚ、洗い・標準）であった。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．２
（第十八条　雑音の強さ）
最小観測時間内に発生した不連続性雑音の許容値を超えるクリック数が総
クリック数の２５％以下であること。

電気温風機②

電気洗濯機



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示において、機器に水の浸入に対する保護等
級に応じたＩＰコードの表記が記載されていな
かった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）７．１
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければならない。
（抜粋）
－水の浸入に対する保護等級に応じたＩＰコード。ただし、ＩＰＸ０は、
この限りでない。

Ｊ６０３３５－２－４３（２００５）６．２
機器は、ＩＰＸ１でなければならない。

２． 構造試験において、電源から切り離して１秒経
過後に測定した差込プラグのピン相互間の電圧
が４７Ｖであった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）２２．５
（第七条第1項　感電に対する保護）
プラグを用いて電源に接続する機器は、通常使用時にプラグのピンに触っ
た場合に、充電されたキャパシタからの電撃を受けるおそれがない構造で
なければならない。
備考　定格静電容量が０．１μＦ以下のキャパシタは、電撃の危険を伴う
とはみなさない。
適否は、次の試験を１０回行い判定する。
機器に定格電圧を加える。次に、あらゆるスイッチをＯＦＦ位置にして、
機器を電源から切り離す。機器を電源から切り離して１秒経過後、測定値
に影響を及ぼさない計器を用いて、プラグのピン相互間の電圧を測定す
る。
この電圧は、３４Ｖを超えてはならない。

電気乾燥機② １． 構造試験において、極性が異なる充電部相互間
（１００Ｖ）となる温度ヒューズ取付部とサー
モ取付部との間（開路した際、異極間となる部
分）の空間距離（沿面距離を含む）の最小値
が、１．７ｍｍ（その他の箇所）であった。

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

その他の電動工具 １． 構造試験において、極性が異なる充電部相互間
（１００Ｖ）となる電源スイッチ取付半田付け
部とパターンとの間の空間距離（沿面距離を含
む）の最小値が、１．８ｍｍ（その他の箇所）
であった。

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

電気噴霧機① １． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力５００Ｗに対して、測定値が３１５．５
／３１２．３Ｗ（電源電圧 １００Ｖ、電源周
波数 ５０／６０Ｈｚ、偏差：－３６．９／－
３７．５％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が１００Ｗを超え１０００Ｗ以下のものの許容差は±１５％
以内であること。

電気噴霧機② １． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力１３０Ｗに対して、測定値が８６．８／
６７．５Ｗ（電源電圧 １００Ｖ、電源周波数 
５０／６０Ｈｚ、偏差：－３３．２／－４８．
１％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が１００Ｗを超え１０００Ｗ以下のものの許容差は±１５％
以内であること。

電気乾燥機①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示において、機器本体に形式の表示が施され
ていなかった。

Ｊ６２５６０（Ｈ３０）５．１
（第十九条　表示等（一般））
ランプには、次の事項を、見やすく、容易に消えない方法で表示しなけれ
ばならない。
ａ）製造業者に関する表示
ｂ）定格入力電圧又は電圧範囲
ｃ）定格ランプ電力
ｄ）定格周波数
ｄＡ）形式、形式には、性能関連事項などのその他の要素を含んでもよ
い。

２． 表示において、包装に、定格ランプ電流又は定
格入力電流の表示が要求されているが、いずれ
も表示がなかった。

Ｊ６２５６０（Ｈ３０）５．２
（第十九条　表示等（一般））
ランプの製造業者等は、包装、取扱説明書などに、５．１の事項及び次の
事項を表示しなければならない。ただし、ランプに表示してもよい。
ｂ）定格ランプ電流又は定格入力電流
ｃ）（削除）
ｄ）特別な使用条件などの制限事項
ｅ）水との接触の防止に関わる制限事項

エル・イー・ディー・
ランプ②

１． 表示において、包装に、定格ランプ電流又は定
格入力電流の表示が要求されているが、いずれ
も表示がなかった。

Ｊ６２５６０（Ｈ３０）５．２
（第十九条　表示等（一般））
ランプの製造業者等は、包装、取扱説明書などに、５．１の事項及び次の
事項を表示しなければならない。ただし、ランプに表示してもよい。
ｂ）定格ランプ電流又は定格入力電流
ｃ）（削除）
ｄ）特別な使用条件などの制限事項
ｅ）水との接触の防止に関わる制限事項

電気スタンド① １． 自在性能試験において、第一屈曲部（ランプ側
近傍）の断線率がＬ１／Ｌ２：１００／１２．
５％であり、第二屈曲部の断線率がＬ１／Ｌ
２：０／３７．５％であり、素線の断線率が３
０％を超えるものがあった。

別表第八２（８６）ヘ
（第四条　供用期間中における安全機能の維持）

自在型のものにあっては、可動範囲においてそれぞれ５秒間に１回の割合
で１０００回折り曲げたとき、配線が短絡せず、素線の断線率が３０%以
下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。

電気スタンド② １． 表示において、器体外郭の表面又は取扱説明書
のいずれにも力率及び入力電流が記載されてい
なかった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に関わる（３．３．１～
３．３．２２に示す）必要事項を、照明器具、準照明器具若しくは器具内
用安定器に表示するか、又は、照明器具に添付の取扱説明書に記載する。

３．３．９　製造事業者は、力率及び入力電流について情報を提供できる
ようにしておかなければならない。

１． 表示において、器体外郭の表面又は取扱説明書
のいずれにも力率及び入力電流が記載されてい
なかった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に関わる（３．３．１～
３．３．２２に示す）必要事項を、照明器具、準照明器具若しくは器具内
用安定器に表示するか、又は、照明器具に添付の取扱説明書に記載する。

３．３．９　製造事業者は、力率及び入力電流について情報を提供できる
ようにしておかなければならない。

２． 表示において、取扱説明書に、追加の情報とし
て、タイプＹ取付方法に対して記載がなかっ
た。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に関わる（３．３．１～
３．３．２２に示す）必要事項を、照明器具、準照明器具若しくは器具内
用安定器に表示するか、又は、照明器具に添付の取扱説明書に記載する。

３．３．１７　タイプＸ、タイプＹ又はタイプＺ取付方法の照明器具に対
し、設置のための取扱説明書の記載

３． 構造試験において、機器を調節可能方向にね
じった際、可動部分は回り続け、電線が本体に
巻き付き３６０°を超えてねじれる構造であっ
た。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．６
（第八条　絶縁性能の保持）

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）４．１４．３
継ぎ手、昇降装置、調節式腕木、伸縮自在管などの調節装置及び調節手段
は、操作中にコード又はケーブルが圧縮、締付け、破損、及び電線の長手
軸に沿って３６０°を超えるねじれがないような構造でなければならな
い。

エル・イー・ディー・
ランプ①

電気スタンド③



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ.極性が異なる充電部相互間：１．０ｍｍ
（その他の箇所）
ロ.極性が異なる充電部相互間：０．９ｍｍ
（その他の箇所）
ハ.極性が異なる充電部相互間：１．１ｍｍ
（その他の箇所）
ニ.極性が異なる充電部相互間：０．９ｍｍ
（その他の箇所）
ホ.極性が異なる充電部相互間：１．０ｍｍ
（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

２． 二重絶縁構造において、光源間電線のシースの
厚みが、０．１ｍｍ（付加絶縁）であった。

別表第八１（７）イ（ロ）
（第七条　感電に対する保護）
付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。
ａ 絶縁物は、次に適合すること。
（ａ）基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するものであること。
（ｂ）器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用
いる絶縁物の厚さは、1㎜以上であること。
（ｃ）外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.4㎜以
上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する
2層以上の絶縁物であって、それぞれの絶縁物が附表第三２（４）に規定
する付加絶縁の試験に適合するものにあっては、この限りでない。
ｂ 空間距離（沿面距離を含む。）は、（イ）ｂに適合すること。

３． 構造試験において、送り用接続器として、別表
第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続器がか
ん合できるコードコネクターボディを使用して
いた。

別表第八２（８８）イ（ハ）ａ
（第四条　供用期間中における安全機能の維持）
電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器１個
以外の接続器を有しないこと。
ａ．別表第四６（１）ニ（ホ）ａに規定する接続器がかん合しないもので
あること。

４． 構造において、送り用接続器の近傍に、最大電
流及び定格電圧又は、接続できる光源数、光源
の種類及び送り用接続器を使用しない場合はふ
たをしておく旨の表示が施されていなかった。

別表第八２（８８）イ（ハ）ｅ
（第十九条　表示等（一般））
電源に直接に接続するさし込みプラグ及び次に適合する送り用接続器１個
以外の接続器を有しないこと。
ｅ．光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、送り用接続器
の近傍にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続で
きる光源数、光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたを
しておく旨の表示を付してあること。

５． 妨害波電圧試験（電源端子）において、電源電
圧１００Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ、点灯
（モード：６．ＳＬＯＷ／ＦＡＤＥ）のとき、
次のとおりであった。
イ．測定周波数が１５０ｋＨｚ以上０．５ＭＨ
ｚ以下の範囲で準尖頭値の最大値が８５．４／
８４．３ｄＢ(測定周波数２０４ｋＨｚ)であっ
た。
ロ．測定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以
下の範囲で準尖頭値の最大値が７３．８／７
３．７ｄＢ(測定周波数０．５ＭＨｚ)であっ
た。

Ｊ５５０１５（Ｈ２９）４．３．１
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電圧は、周波数が１５０ｋＨｚ～０．５ＭＨｚ範囲で、準尖頭値に
あっては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５６～４６ｄＢ、及び、周波
数が０．５ＭＨｚ～５ＭＨｚ範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ以下、
平均値にあっては４６ｄＢ以下であること。

装飾用電灯器具①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ.極性が異なる充電部相互間：２．１ｍｍ
（その他の箇所）
ロ.極性が異なる充電部相互間：２．１ｍｍ
（その他の箇所）
ハ.極性が異なる充電部相互間：１．８ｍｍ
（その他の箇所）
ニ.極性が異なる充電部相互間：１．８ｍｍ
（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

２． 消費電力等の許容差において、表示の定格電流
０．５Ａに対して、電源電圧が１１０Ｖ、６０
Ｈｚのときに測定した測定値が０．３Ａ（偏
差：－４０．０％）であった。

別表第八１（４）ハ（ハ）
（第十九条　表示等（一般））
定格電流を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げるとお
りとする。
（表）
種別がその他のものであって、定格電流が０．２Ａを超え１Ａ以下のもの
の許容差は±２０％以内であること。

３． 二重絶縁構造において、光源保護チューブの厚
みが、０．２ｍｍ（付加絶縁）であった。

別表第八１（７）イ（ロ）
（第七条　感電に対する保護）
付加絶縁は、次のいずれかに適合すること。
ａ 絶縁物は、次に適合すること。
（ａ）基礎絶縁の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するものであること。
（ｂ）器体の外郭を兼ねる絶縁物及び外傷を受けるおそれのある部分に用
いる絶縁物の厚さは、1㎜以上であること。
（ｃ）外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物の厚さは、0.4㎜以
上であること。ただし、機械的応力を受けるおそれのない箇所に使用する
2層以上の絶縁物であって、それぞれの絶縁物が附表第三２（４）に規定
する付加絶縁の試験に適合するものにあっては、この限りでない。
ｂ 空間距離（沿面距離を含む。）は、（イ）ｂに適合すること。

４． 構造において、電源電線及び光源間電線の断面
積が０．５／０．１２ｍｍ²（電源電線／光源
間電線）であった。

別表第八２（８８）イ（イ）ａ
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
屋内用のものにあっては、別表第一の規定又は別表第十二の規定に適合す
る電線であって、その断面積は次の表に掲げる値以上であること。この場
合において、変圧器を有するものの１次側の電源電線にあっては、その断
面積は０．７５ｍｍ²以上とし、差込みプラグ（定格遮断電流が５００Ａ 
以上であって定格電流が３Ａ以下のヒューズを有するものに限る。）に附
属する電線であって、その長さが２ｍ以下のものにあっては、その断面積
は０．５ｍｍ²以上とすることができる。

５． 構造において、送り用接続器の近傍に、最大電
流及び定格電圧又は、接続できる光源数、光源
の種類及び送り用接続器を使用しない場合はふ
たをしておく旨の表示が施されていなかった。

別表第八２（８８）イ（ハ）ｅ
（第十九条　表示等（一般））
ｅ．光源にエル・イー・ディーを使用するものにあっては、送り用接続器
の近傍にラベル等の適当な方法により最大電流及び定格電圧又は、接続で
きる光源数、光源の種類、並びに送り用接続器を使用しない場合はふたを
しておく旨の表示を付してあること。

６． 雑音の強さ（連続性雑音端子電圧）において、
周波数が０．５２６５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以下
の範囲で最大値が９０．０ｄＢ(測定周波数
０．５２６５ＭＨｚ、電源周波数６０Ｈｚ、点
灯（モード：６．ＳＬＯＷ／ＦＡＤＥ））で
あった。

別表第十第７章１．２
（第十八条　雑音の強さ）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が０．５２６５ＭＨｚ以上５
ＭＨｚ以下の範囲にあっては５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以
下の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

装飾用電灯器具②



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

その他の白熱電灯器具 １． 表示及び取扱説明書において、器体の表面又は
取扱説明書のいずれにおいても、力率及び入力
電流の記載がなかった。

Ｊ６０５９８－２－１（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
（第十九条　表示等（一般））
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
３．３．９　力率及び入力電流

１． 表示において、器体の表面に次の表示がなかっ
た。
－製造者名又は責任を負う販売業者名
－定格周波数
－“感電注意”記号

Ｊ６０５９８－２－９（Ｈ２９）９．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．２
照明器具には、次に示す情報を容易に消えない方法で明瞭に表示しなけれ
ばならない。
（抜粋）
３．２．１　製造業者名又は責任を負う販売業者名

３．２．１９．Ａ　定格周波数。ただし、放電灯、変圧器又は電動機をも
つ照明器具に限る。

３．２．２４　感電に対する保護が必要な場合、使用者非交換形光源の固
定されたカバーには“感電注意”記号を表示する。この記号の最小高さ
は、１５ｍｍとする（図１参照）。ただし、照明器具の構造に起因して、
カバーに１５ｍｍの高さで表示できない場合は、カバーの近傍で注意を十
分喚起できる場所に表示してもよい。それでも１５ｍｍの高さで表示でき
ない場合は、カバー又はカバー近傍の、より大きく表示できる場所に、可
能な最大寸法で表示する。

２． 表示において、器体の表面に、又は取扱説明書
のいずれにおいても、次の情報に関する記載が
なかった。
－タイプＹ取付方法についての情報
－使用者非交換形光源についての情報

Ｊ６０５９８－２－９（Ｈ２９）９．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
（抜粋）
３．３．１７　タイプＹ取付方法の照明器具に対し、設置のための取扱説
明書には、次の情報を記載しなければならない。
－タイプＹ取付方法に対して：
　照明器具の外部可とうケーブル又はコードが損傷を受けたとき、危険を
避けるために、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の資格のある人
だけが、それを取り替えることができる。
３．３．２１　非交換形光源及び使用者非交換形光源をもつ照明器具は、
取扱説明書に次の主旨の情報を記載しなければならない。
（抜粋）
－使用者非交換形光源に対して：
　“この照明器具の光源は、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の
資格のある人だけが交換できます。”又は、“最終使用者（一般ユーザ）
は、この照明器具の光源は交換しないでください。”とともに、次の情
報。
感電注意の警告記号（図１を参照。）。

３． 保護接地において、絶縁破壊した場合に充電部
となるおそれがある可触金属部分が、保護接地
用口出し線に接続されていなかった。

Ｊ６０５９８－２－９（Ｈ２９）９．８
（第七条第1項　感電に対する保護）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）７．２．１
クラスⅠ照明器具及びクラス０Ⅰ照明器具では、設置した状態で、交換形
光源若しくはスタータ交換のため、又は清掃のために開けたときの可触金
属部分で、絶縁破壊した場合に充電部となるおそれがある部分は、恒久的
で確実な方法で保護接地端子、保護接地接触子、又は保護接地用口出し線
に接続しなければならない。

４． 電源との接続において、差込みプラグ接地側極
の刃の幅が６．２ｍｍであり、また、ボッチ穴
に面取りが施されておらず、ＪＩＳ Ｃ ８２８
２－１に適合していなかった。

Ｊ６０５９８－２－９（Ｈ２９）９．１０
（第二条　安全原則）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１８
全ての移動灯器具、及びコンセント介して電源に接続することを意図して
いる定着灯器具又はその他の照明器具は、ＪＩＳ Ｃ ８２８２規格群又は
関連法規に適合するプラグを使用しなければならない。
差込みプラグの寸法
－ボッチ穴の面取り：φ３．５ｍｍ以上
－接地側極の刃の幅：８±０．２ｍｍ

エル・イー・ディー・
電灯器具①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示において、器体の表面に、次の表示がな
かった。
－接地端子を示すシンボル
－ヒューズの定格電流
－“感電注意”記号

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．２
照明器具には、次に示す情報を容易に消えない方法で明瞭に表示しなければなら
ない。
（抜粋）
３．２．１２　タイプＺ取付方法以外の端子部には、電源への照明器具の接続が
安全かつ満足な動作を確保できるように、電圧線、中性線及び接地線を識別する
ための表示をする。
電源端子を示すシンボルを適用する場合、ＩＥＣ６０４１７による。
接地端子は、ＩＥＣ６０４１７の該当のシンボルだけで、表示する。
３．２．２２　取換え可能なヒューズを内蔵している照明器具は、必要がある場
合、ヒューズの定格表示の末尾に、図１に示すシンボルを表示してもよい。その
ような照明器具は、ヒューズの定格電流（Ａ又はｍＡ）に関する情報を追加して
提供しなければならない。安全のためにヒューズの時間・電流特性が重要な箇所
では、いかなるヒューズに対しても、該当するヒューズの規格の規定に従って、
定格及びヒューズの形式を、ヒューズホルダ又はヒューズ近傍に表示しなければ
ならない。
３．２．２４　感電に対する保護が必要な場合、使用者非交換形光源の固定され
たカバーには“感電注意”記号を表示する。この記号の最小高さは、１５ｍｍと
する（図１参照）。ただし、照明器具の構造に起因して、カバーに１５ｍｍの高
さで表示できない場合は、カバーの近傍で注意を十分喚起できる場所に表示して
もよい。それでも１５ｍｍの高さで表示できない場合は、カバー又はカバー近傍
の、より大きく表示できる場所に、可能な最大寸法で表示する。

２． 表示において、器体の表面に、又は取扱説明書
のいずれにおいても、次の情報に関する記載が
なかった。
－力率及び入力電流についての情報
－タイプＺ取付方法についての情報
－使用者非交換形光源についての情報
－低電圧（ＬＶ）電源と制御用導体との間で維
持する絶縁の分類

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
（抜粋）
３．３．９　製造業者は、力率及び入力電流についての情報を提供できる
ようにしておかなければならない。
３．３．１７　タイプＸ取付方法の照明器具に対し、設置のための取扱説
明書には、次の情報を記載しなければならない。
－タイプＺ取付方法に対して：
　この照明器具の外部可とうケーブル、又はコードは取り替えることがで
きない。コードが損傷を受けた場合は、その照明器具は廃棄しなければな
らない。
３．３．２１　非交換形光源及び使用者非交換形光源をもつ照明器具は、
取扱説明書に次の主旨の情報を記載しなければならない。
（抜粋）
－使用者非交換形光源に対して：
　“この照明器具の光源は、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の
資格のある人だけが交換できます。”又は、“最終使用者（一般ユーザ）
は、この照明器具の光源は交換しないでください。”とともに、次の情
報。
感電注意の警告記号（図１を参照。）。
３．３．２２　制御形照明器具の場合、低電圧（ＬＶ）電源と制御用導体
との間で維持する絶縁の分類（基礎絶縁、強化絶縁など）を明記しなけれ
ばならない。
注記　照明器具の宣言する絶縁障壁を維持することは、同一制御バスに接
続する他の外部部品及び／又は製品に依存することもある。これは照明器
具の製造業者ではなく制御システム設計者の責任である。

３． 表示において、器体の表面に、次の表示がな
かった。
－取付方法（又は、取付方法を明記した文書
名）
－質量
－定格最高周囲温度ｔａ
－定常安定状態における外表面温度

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．５
（第十九条　表示等（一般））
１７．５．１　照明器具の設計が使用制限を課している場合は、次の項目
を照明器具本体に表示しなければならない。
（抜粋）
ｃ）取付方法（又は、取付方法を明記した文書名の記載）。
ｄ）つり下げ形の照明器具の場合、質量表示。
（抜粋）
注記３　取付方法を明記した文書とは，取扱説明書又は設置説明書などを
いう。
１７．５．３　照明器具の定格最高周囲温度ｔａを、照明器具本体に明記
しなければならない。
１７．５．６　定常安定状態における外表面温度を、照明器具の外表面に
明記しなければならない。

４． 構造において、電線又は電線接続用ねじが外れ
ることによって金属部が充電部になることを防
ぐための適切な予防措置が講じられていなかっ
た。

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．６
（第七条第1項　感電に対する保護）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）４．７．１
クラス０Ⅰの移動灯器具、並びにしばしば調節するクラス０Ⅰの定着灯器
具では、電線又は電線接続用ねじが外れることによって金属部が充電部に
なることを防ぐために、適切な予防措置を講じなければならない。この要
求事項は、全ての端子（電源端子を含む。）に適用する。

５． 構造において、機械的接続と電気的接続とを兼
ねる端子ねじに、十分な緩み止めがなく、緩み
が生じないように固定されていなかった。

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．６
（第九条　火災の危険源からの保護）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）４．１１．３
機械的接続と電気的接続とを兼ねるねじ及びリベットは、緩みが生じない
ように固定しなければならない。ばね座金は、十分な緩み止め効果がある
と認められる。リベットの場合、非円形の軸を使用するか又は適切な刻み
目を付けることで十分と認められる。
熱で軟化するシール用コンパウンドは、通常使用時にねじり応力を受けな
いねじ結合部に対してだけ、十分な固定方法である。

エル・イー・ディー・
電灯器具②



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

６． 構造において、絶縁変圧器の２次側回路（ＤＭ
Ｘ接続器のピン）に試験指が触れるにもかかわ
らず、プリント基板上の各所で、基礎絶縁及び
付加絶縁の空間距離（沿面距離を含む）が、下
記のとおりであった。
・基礎絶縁（１次側回路－Ｔ１鉄心間）：①
１．５ｍｍ、②１．４ｍｍ、③１．３ｍｍ、④
１．７ｍｍ
・付加絶縁（Ｔ１鉄心－２次側回路間）：⑤
１．１ｍｍ、⑥１．１ｍｍ

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．７
（第八条　絶縁性能の保持）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）４．１１．２．１
表Ｍ．１に記載した箇所の間隔は、適切な距離を置かなくてはならない。
沿面距離及び空間距離は、表１１．１及び表１１．２に記載する値以上で
なければならない。動作電圧の中間の電圧に対する沿面距離及び空間距離
は、表１１．１に規定した値の間を直線補間して求める。交流２５Ｖ（実
効値）又は直流６０Ｖ未満の動作電圧に対する値は、表１０．２の試験電
圧を考慮すれば十分なので規定していない。

－基礎絶縁：１．５／２．４ｍｍ（空間／沿面）
－付加絶縁：１．５ｍｍ（空間及び沿面）

７． 構造において、保護接地用口出し線に緑と黄と
の配色によって識別されたものが使用されてお
らず、かつ、保護接地用である旨の表示がな
い。
また、コードがコード止め具から脱落する場合
に、接地用導体よりも先に通電導体に張力が加
わる長さになっていない。

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．８
（第八条　絶縁性能の保持）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）７．２．１１
クラス０Ⅰ照明器具の場合、緑と黄との配色によって識別した保護接地用
口出し線、若しくは保護接地用の旨を容易に消えない方法で表示した保護
接地用口出し線、又は保護接地用端子を設けなければならない。
緑と黄との配色で識別した導体、又は保護接地用の旨を容易に消えない方
法で表示した導体は、照明器具の内部配線又は外部配線のいずれであって
も、保護接地用だけに使用しなければならない。
接地用導体のある電源コードをもつ照明器具では、端子の配列方法又は
コード止め具と端子との間の導体長さは、ケーブル又はコードがコード止
め具から脱落する場合に、接地用導体よりも先に通電導体に張力が加わる
ような長さになっていなければならない。

８． 電源との接続において、差込みプラグにボッチ
穴がなく、ＪＩＳ Ｃ ８２８２－１に適合して
いなかった。

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．１０
（第二条　安全原則）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１８
全ての移動灯器具、及びコンセント介して電源に接続することを意図して
いる定着灯器具又はその他の照明器具は、ＪＩＳ Ｃ ８２８２規格群又は
関連法規に適合するプラグを使用しなければならない。
差込みプラグの寸法
－ボッチ穴の面取り：φ３．５ｍｍ以上

９． 温度上昇において、９４Ｖ・５０Ｈｚによる運
転で、熱電温度計法により測定したとき、次に
あげる箇所の温度上昇が限度値を超えていた。 
（周囲温度２６．０℃）
－巻線Ｔ１:１２４．５℃
－巻線ＬＦ１:１２２．５℃
ただし、巻線の耐熱クラスがＢ種以上のものに
あっては、この限りでない。
－コンデンサＣＹ１・ＣＹ２：８４．５℃
－コンデンサＣＹ３：１１２．５℃
ただし、Ｔマークが上記温度以上のものにあっ
ては、この限りでない。

Ｊ６０５９８－２－１７（Ｈ２９）１７．１２
（第九条　火災の危険源からの保護）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）１２．４
通常の使用を代表する状態で、照明器具の各部分(光源を含む。)、照明器
具内部の電源電線及び照明器具の取付面に安全性を損なう温度上昇があっ
てはならない。さらに、照明器具が動作温度に達したときに、可触部分、
取り扱う部分、調整する部分及び握る部分は、その目的に対して過度の温
度上昇があってはならない。照明器具は、照明する対象物を過度に熱して
はならない。ライティングダクト取付形照明器具は、それを取り付けたラ
イティングダクトを過度に熱してはならない。
全ての測定箇所の温度は、照明器具がその定格最高周囲温度ｔａで動作す
るとき、表１２．１及び表１２．２に示す最高温度以下でなければならな
い。
－巻線及びＪＩＳ　Ｃ　４００３に基づく巻線の耐熱クラスが次の場合：
・Ａ種絶縁のもの：１００℃
・Ｅ種絶縁のもの：１１５℃
・Ｂ種絶縁のもの：１２５℃
－コンデンサケース：５０℃
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電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

10． 妨害波電圧（電源端子）において、電源電圧１
００Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのとき、次
のとおりであった。
イ．測定周波数が１５０ｋＨｚ以上０．５ＭＨ
ｚ以下の範囲で準尖頭値の最大値が７５．７／
８２．２ｄＢ(測定周波数０．４３４／０．１
５２ＭＨｚ)であった。
ロ．測定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以
下の範囲で準尖頭値の最大値が８６．３／８
６．１ｄＢ(測定周波数０．５７８ＭＨｚ)、平
均値の最大値が６８．５／６８．８ｄＢ(測定
周波数０．５７８ＭＨｚ)であった。 
 

妨害波電圧（電源端子）において、電源電圧２
４０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのとき、測
定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範
囲で準尖頭値の最大値が８７．１／８７．２ｄ
Ｂ(測定周波数０．６１６／０．６０９ＭＨ
ｚ)、平均値の最大値が７１．５／７２．７ｄ
Ｂ(測定周波数０．６１１／０．６０９ＭＨｚ)
であった。

Ｊ５５０１５（Ｈ２９）４．３．１
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電圧は、周波数が５０ｋＨｚ～１５０ｋＨｚの範囲で、準尖頭値に
あっては１０２～９２ｄＢ、１５０ｋＨｚ～０．５ＭＨｚ範囲で、準尖頭
値にあっては７８～６８ｄＢ、平均値にあっては６８～５８ｄＢ、周波数
が０．５ＭＨｚ～５ＭＨｚ範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ以下、平
均値にあっては４６ｄＢ以下、及び、周波数が５ＭＨｚ～３０ＭＨｚ範囲
で、準尖頭値にあっては６０ｄＢ以下、平均値にあっては５０ｄＢ以下で
あること。

11． 制御端子における妨害波電圧において、電源電
圧１００Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのと
き、次のとおりであった。
イ．測定周波数が１５０ｋＨｚ以上０．５ＭＨ
ｚ以下の範囲で準尖頭値の最大値が８９．７／
９４．８ｄＢ(測定周波数０．４３８／０．３
７５ＭＨｚ)、平均値の最大値が８５．５／８
５．５ｄＢ(測定周波数０．４５８ＭＨｚ)で
あった。
ロ．測定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以
下の範囲で準尖頭値の最大値が８７．７／８
９．８ｄＢ(測定周波数０．５４２／０．６２
５ＭＨｚ)、平均値の最大値が８４．０／８
２．８ｄＢ(測定周波数０．５４２／０．６２
５ＭＨｚ)であった。 
 
電源電圧２４０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ
のとき、次のとおりであった。
イ．測定周波数が１５０ｋＨｚ以上０．５ＭＨ
ｚ以下の範囲で準尖頭値の最大値が９１．２／
８９．３ｄＢ(測定周波数０．３７５／０．４
５８ＭＨｚ)、平均値の最大値が８５．５／８
５．６ｄＢ(測定周波数０．４５８ＭＨｚ)で
あった。
ロ．測定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以
下の範囲で準尖頭値の最大値が８７．６／８
７．７ｄＢ(測定周波数０．５４２ＭＨｚ)、平
均値の最大値が８４．０／８４．０ｄＢ(測定
周波数０．５４２ＭＨｚ)であった。

Ｊ５５０１５（Ｈ２９）４．３．３
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電圧は、周波数が１５０ｋＨｚ～０．５ＭＨｚ範囲で、準尖頭値に
あっては８４～７４ｄＢ、平均値にあっては７４～６４ｄＢ、周波数が
０．５ＭＨｚ～３０ＭＨｚ範囲で、準尖頭値にあっては７４ｄＢ以下、平
均値にあっては６４ｄＢ以下であること。

12． コモンモード端子電圧において、電源電圧１０
０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのとき、次の
とおりであった。
イ．測定周波数が３０ＭＨｚ以上１００ＭＨｚ
以下の範囲で準尖頭値の最大値が６８．９／６
８．７ｄＢ(測定周波数４０．６２／４０．０
２ＭＨｚ)であった。 
電源電圧２４０Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ
のとき、次のとおりであった。
イ．測定周波数が３０ＭＨｚ以上１００ＭＨｚ
以下の範囲で準尖頭値の最大値が６７．６／６
７．６ｄＢ(測定周波数３８．９１／３９．１
５ＭＨｚ)であった。

Ｊ５５０１５（Ｈ２９）４．４．２
（第十八条　雑音の強さ）
コモンモード端子電圧は、準尖頭値が周波数が３０ＭＨｚ～１００ＭＨｚ
の範囲で６４～５４ｄＢ、周波数１００ＭＨｚ～２３０ＭＨｚ範囲で５４
ｄＢ、周波数２３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚ範囲で６１ｄＢ以下であるこ
と。
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電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 分類において、梱包箱のみに表示された定格電
圧が１５０Ｖを超える（９０－２４５Ｖ）であ
るにもかかわらず、機器の感電に対する保護
が、クラス０機器であった。
なお、機器本体に定格電圧の表示がなかった。
定格電圧が１５０Ｖ以下の場合は、この限りで
ない。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．４
（第七条第1項　感電に対する保護）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）２．２
照明器具は、感電に対する保護等級に応じて、第１章に定義した、クラス
０、クラス０Ｉ、クラスＩ、クラスⅡ及びクラスⅢに分類する。
クラス０は、定格電圧が１５０Ｖ以下の普通形照明器具だけに適用でき
る。

２． 表示において、器体の表面に次の表示がなかっ
た。
－製造者名又は責任を負う販売業者名
－定格電圧
－適合ランプの定格電力又はランプデータシー
トに示す形式名

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．２
照明器具には、次に示す情報を容易に消えない方法で明瞭に表示しなけれ
ばならない。
（抜粋）
３．２．１　製造業者名又は責任を負う販売業者名
３．２．２　定格電圧
３．２．８　照明器具の適合ランプの定格電力又はランプデータシートに
示す形式名。ランプ電力だけでは不十分な場合は、ランプの形式名又は種
別も表示する。

３． 表示において、器体の表面又は取扱説明書のい
ずれにおいても、次の情報に関する記載がな
かった。
－力率及び入力電流
－屋内使用に関する記載

なお、屋内使用に関する記載は梱包箱に表示が
あったが、日本語で記載されていないため、表
示があるものとはみなさなかった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
（抜粋）
３．３．９　力率及び入力電流
３．３．１０　屋内使用に関する記載

４． 構造試験において、金属部分を貫通する電源電
線貫通孔のブッシングは、容易に手で取り外す
ことができる構造であった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．８
移動灯器具では、可とうケーブル又はコードが照明器具の可触金属部分又
は可触金属部分と接触する金属部分を貫通する場合、被覆を損傷しないよ
う、開口部に滑らかで丸く面取りした絶縁物の丈夫で容易に取り外せない
ブッシングを備えなければならない。

注記１
“容易に取外しができるブッシング”とは、その照明器具を不注意に取り
扱ったとき、又は照明器具の寿命までの間に、ブッシングの取付部から引
き抜くことができるブッシングをいう。これに適合するブッシングの固定
方法の例は、ロックナットの使用、自己硬化性接着剤のような適切な接
着、又は適切な大きさのはめ込みがある。

５． 構造試験において、電源コードに６０Ｎの引張
力を１０回加えたとき、２ｍｍを超える変位が
発生した。
なお、引張力を２５回加えた後の変位は、４．
９ｍｍであった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第八条　絶縁性能の保持）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１０．３
照明器具に取り付けてあるコードを使用して次の試験で判定する。
（以下抜粋）
－コードに６０Ｎの引張力を２５回加える。
－２５回の引張りの間にその目印が２ｍｍを超えて移動してはならない。

６． 電源との接続において、差込みプラグにボッチ
穴がなく、また、刃の先端の面取り厚さが１．
４ｍｍであり、ＪＩＳ Ｃ ８２８２－１に適合
していなかった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第二条　安全原則）
Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１８
全ての移動灯器具、及びコンセント介して電源に接続することを意図して
いる定着灯器具又はその他の照明器具は、ＪＩＳ Ｃ ８２８２規格群又は
関連法規に適合するプラグを使用しなければならない。
差込みプラグの寸法
－ボッチ穴の面取り：φ３．５ｍｍ以上
－先端の面取り：０．９ｍｍ以下

エル・イー・ディー・
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電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 表示において、機器本体に、次の表示がなかっ
た。
－製造者名
－定格電圧
－型番
－定格電力又はランプ形式名

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．５
（第十九条　表示等（一般））
表示は、Ｊ６０５９８－１の第３章（表示）による。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．２
（第十九条　表示等（一般））
照明器具には、３．２．１～３．２．２４に示す情報を容易に消えない方
法で明確に表示しなければならない。
３．２．１　製造業者名又は責任を負う販売業者名
３．２．２　定格電圧（Ｖ）
３．２．７　製造業者の型番
３．２．８　定格電力又はランプ形式名

２． 取扱説明書において、電源コードの取り替えに
関する記載がなかった。

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．５
（第十九条　表示等（一般））
表示は、Ｊ６０５９８－１の第３章（表示）による。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
（第十九条　表示等（一般））
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
３．３．１７　タイプＸ、タイプＹ又はタイプＺ取付方法の照明器具に対
し、設置のための取扱説明書の記載

３． 保護接地において１０Ａ以上の電流を保護接地
端子と可触金属部との間に流そうとしたとこ
ろ、電流が流れなかった。（塗装部分にアース
用口出し線の先端を挟み込んで取付けしている
ため電流が流れなかった。）

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．８
（第七条第1項　感電に対する保護）
保護接地示は、Ｊ６０５９８－１の第７章（保護接地）による。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）７．２．３
（第七条第1項　感電に対する保護）
保護接地接続の抵抗測定は、無負荷電圧が１２Ｖを超えない電源を使用し
て１０Ａ以上の電流を保護接地端子又は保護接地接触子と可触金属部との
間の電圧降下を測定し、その抵抗を電流及び電圧降下から算出する。いか
なる場合にも抵抗は、０．５Ω以下でなければならない。

４． 外部配線において、電源コードが金属筐体を貫
通しているにもかかわらず、金属製のブッシン
グを使用していた。

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．１０
（第七条第1項　感電に対する保護）
外部及び内部配線は、Ｊ６０５９８－１の第５章（外部及び内部配線）に
よる。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．８
（第七条第1項　感電に対する保護）
可とうケーブル又はコードが照明器具の可触金属部分又は、可触金属部分
と接触する金属部分を貫通する場合、被覆を損傷しないよう、開口部に滑
らかで丸く面取りした絶縁物の丈夫で容易に取り外せないブッシングを備
えなければならない。

１． 表示において、機器本体に、次の表示がなかっ
た。
－製造者名
－定格電圧
－型番
－定格電力又はランプ形式名

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．５
（第十九条　表示等（一般））
表示は、Ｊ６０５９８－１の第３章（表示）による。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．２
（第十九条　表示等（一般））
照明器具には、３．２．１～３．２．２４に示す情報を容易に消えない方
法で明確に表示しなければならない。
３．２．１　製造業者名又は責任を負う販売業者名
３．２．２　定格電圧（Ｖ）
３．２．７　製造業者の型番
３．２．８　定格電力又はランプ形式名

２． 取扱説明書において、電源コードの取り替えに
関する記載がなかった。

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．５
（第十九条　表示等（一般））
表示は、Ｊ６０５９８－１の第３章（表示）による。

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
（第十九条　表示等（一般））
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に係わる必要事項を、照
明器具、準照明器具若しくは器具内用安定器に表示するか、又は照明器具
に添付の取扱説明書に記載する。
３．３．１７　タイプＸ、タイプＹ又はタイプＺ取付方法の照明器具に対
し、設置のための取扱説明書の記載

３． 電源コードにおいて、平形ビニルコードを使用
していた。

Ｊ６０５９８－２－７（Ｈ２９）７．１０．２
（第七条第1項　感電に対する保護）
電源コードはキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブルであっ
て、その導体断面積が０．７５mm²以上でなければならない。

広告灯①

広告灯②



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

広告灯③ １． 構造試験において、プリント基板上（ダイオー
ドブリッジの交流（１００Ｖ）と直流（整流
後）のパターン間）の空間距離（沿面距離を含
む。）の最小値が１．１ｍｍであった。（じん
あいが侵入するおそれのない箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、１．５ｍ
ｍ以上（じんあいが侵入するおそれのない箇所、１００Ｖ）であること。

１． 構造試験において、ヒューズホルダー内の交換
が可能である電流ヒューズ（１Ａ）の取付け部
又は銘板のいずれにも定格電流の表示がなかっ
た。

別表第八１（２）マ
（第十九条　表示等（一般））
ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板又はヒューズの取付け部
に、電流ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動
作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えること
ができないヒューズにあっては、この限りでない。

２． 構造試験において、器体外に直接殺菌灯を照射
する機器にもかかわらず、ＪＩＳ　Ｃ７５５０
の「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスク
が免除グループでなかった。
なお、機器には、外かくの見やすい箇所に、通
電、停止の状態が容易に判別できる表示はな
い。

別表第八２（２１）イ
（第二条　安全原則）
殺菌灯を有するものにあっては、通常の使用状態において、次のいずれか
に適合
すること。
（イ）器体内のみに殺菌灯を照射するものにあっては、光線が直接外部に
漏れない構
造であること。
（ロ）器体外に直接殺菌灯を照射するものにあっては、次に適合するこ
と。
ａ ＪＩＳ　Ｃ　７５５０「ランプ及びランプシステムの光生物学的安全
性」の表２及び表３に掲げる「目及び皮膚に対する紫外放射傷害」リスク
が免除グループであること。ただし、人体に傷害を起こさないようにタイ
マーや人体検知センサー等により照射が限定される構造である場合は、こ
の限りではない。
ｂ 外かくの見やすい箇所に、通電、停止の状態が容易に判別できる表示
をすること。また、器体に見やすく、容易に消えない方法で、かつ、理解
しやす
い用語により、ＪＩＳ　Ｃ　７６０５「殺菌ランプ」の「９．１ 製品の
表示」に定める図記号及び次に掲げる事項を表示すること。
（ａ）眼の痛み又は視力障害の原因となるため、点灯中のランプや反射光
を直接肉眼で見ない旨
（ｂ）皮膚の炎症又は日焼けをおこす原因となるため、点灯中のランプか
らの紫外放射（殺菌線）を皮膚に直接又は間接に当てない旨

１． 表示において、機器に、該当する定格消費電流
又は定格消費電力がなかった。

Ｊ６００６５（２０１９）５．２
（第十九条　表示等（一般））
機器には、次の表示を行わなければならない。
ｈ）交流電源に接続を意図した機器には、定格消費電流又は定格消費電力

２． 説明書において、「遮断デバイスは容易に操作
できるようになっていなければならない。」旨
の記載がなかった。

Ｊ６００６５（２０１９）５．５．３
（第十九条　表示等（一般））
主電源から分離するデバイスについて、説明書に次の事項を含めなければ
ならない。
ａ）遮断デバイスとして主電源プラグ又は機器用カプラを用いる場合：こ
の遮断デバイスは容易に操作できるようにしておかなければならない旨の
記載

１． 表示において、供給電圧の種類、交流表示（Ａ
Ｃ）が機器の定格電圧表示の直後になかった。

Ｊ６２３６８－１（Ｈ３０）附属書Ｆ．３．３．３
（第十九条　表示等（一般））
供給電圧の種類、直流、交流又は三相交流は、機器上に表示し、機器の定
格電圧表示の直後になければならない。交流又は直流の識別に記号を用い
る場合、交流の場合、ＩＥＣ　６０４１７－５０３２　（２００２－１
０）の記号～、及び直流の場合、ＩＥＣ　６０４１７－５０３２　（２０
０２－１０）の記号を用いなければならない。

２． 表示の耐久性において、ラベルは、反りが生じ
ており、かつ、剥がれていた。

なお、附属書Ｆ３．１０．２項の試験を実施す
る前にラベルは、反りが生じており、かつ、剥
がれていた。

Ｊ６２３６８－１（Ｈ３０）附属書Ｆ．３．９
（第十九条　表示等（一般））
一般的に、機器上に要求する全ての表示は、耐久性及び視認性があり、か
つ、通常の照明環境の下で容易に識別できなければならない。
別途規定しない限り、指示セーフガードは、色を付ける必要はない。指示
セーフガードに色を付ける場合は、ＩＳＯ３８６４規格群に規定する色で
なければならない。刻印または成型による表示は、通常の照明環境の下で
視認性があり、かつ、容易に識別できる場合は、対比色である必要はな
い。
印刷またはスクリーン印刷による表示は、恒久的でなければならない。
適否は、検査によって判定する。恒久性は、Ｆ．３．１０の試験によって
判定する。

３． 説明書において、「遮断デバイスは容易に操作
できるようになっていなければならない。」旨
の記載がなかった。

Ｊ６２３６８－１（Ｈ３０）附属書Ｌ．７
（第十九条　表示等（一般））
遮断デバイスとして電源コードのプラグを用いる場合は、設置指示書に、
プラグ接続形機器のために、壁コンセントが容易にアクセス可能でなけれ
ばならない旨を記載しなければならない。一般人によって設置することを
意図したプラグ接続形機器の場合、この設置指示書は一般人が利用可能で
なければならない。

その他の音響機器①

その他の音響機器②

電気消毒器（殺菌灯）



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 妨害波試験（端子電圧）において、電源電圧１
２１Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのとき、次
のとおりであった。
イ．周波数が０．１５～０．５０ＭＨｚの範囲
で、準尖頭値の最大値が８８．２／８７．９ｄ
Ｂ（測定周波数０．１７４／０．１７４ＭＨ
ｚ）、平均値が７３．６／７２．５ｄＢ（測定
周波数０．１７４／０．１７４ＭＨｚ）であっ
た。
ロ．周波数が０．５０～５ＭＨｚの範囲で、

準尖頭値の最大値が７６．２／７５．４ｄＢ
（測定周波数０．５０／０．５０ＭＨｚ）、平
均値が５４．６／５１．８ｄＢ（測定周波数１
／１ＭＨｚ）であった。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．１
（第十八条　雑音の強さ）
端子電圧は、周波数が０．１５ＭＨｚ以上０．５０ＭＨｚ以下の範囲で、
準尖頭値にあっては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５９～４６ｄＢ、
周波数が０.５０ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲で、準尖頭値にあっては
５６ｄＢ、平均値にあっては４６ｄＢ、及び、周波数が５ＭＨｚ以上３０
ＭＨｚ以下の範囲で、準尖頭値にあっては６０ｄＢ、平均値にあっては５
０ｄＢ以下であること。

２． 妨害波試験（妨害波電力）において、電源電圧
１２１Ｖ、電源周波数５０／６０Hzのとき、次
のとおりであった。
イ．測定周波数が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ
以下の範囲で準尖頭値の最大値が６３．９／６
３．９ｄＢ（測定周波数５０．８８／５０．８
８ＭＨｚ）、平均値が５２．５／５２．３ｄＢ
（測定周波数５０．８８／５０．８８ＭＨｚ）
であった。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．２
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電力は、周波数が３０ＭＨｚ以上３００ＭＨｚ以下の周波数範囲
で、準尖頭値にあっては４５～５５ｄＢ以下、平均値にあっては３５～４
５ｄＢ以下であること。

１． 構造試験において、プリント基板上の極性が異
なる充電部相互間（１００Ｖ）の空間距離（沿
面距離を含む）の最小値が、次のとおりであっ
た。
イ．電流ヒューズ間（溶断した際、異極となる
部分）：１．５ｍｍ（その他の箇所）
ロ．極性が異なる充電部相互間：１．７ｍｍ
（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、２．５ｍ
ｍ以上（その他の箇所、１００Ｖ）であること。

２． 構造試験において、交換が可能である電流
ヒューズ（２Ａ）の取付け部又は銘板のいずれ
にも定格電流の表示がなかった。

別表第八１（２）マ
（第十九条　表示等（一般））
ヒューズを取り付けるものにあっては、その銘板又はヒューズの取付け部
に、電流ヒューズにあっては定格電流を、温度ヒューズにあっては定格動
作温度を、容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えること
ができないヒューズにあっては、この限りでない。

３． 雑音の強さ試験において、連続性雑音端子が、
測定周波数５２６．５ｋＨｚ以上５ＭＨｚ以下
の範囲で最大値が、７２．６／７２．３ｄＢ
（測定周波数５３８ｋＨｚ、電源電圧１００
Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ）であった。

別表第十第２章１．２
（第十八条　雑音の強さ）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が５２６．５ｋＨｚ以上５Ｍ
Ｈｚ以下の範囲にあっては５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以下
の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

１． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、コード止め
が外れ、電源電線の接続部に張力が加わった。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

２． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力１５Ｗに対して、測定値が８．３Ｗ（１
００Ｖ、電源周波数５０－６０Ｈｚ、偏差：－
４４．７％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が１０Ｗを超え３０Ｗ以下のものの許容差は±２５％以下で
あること。

超音波加湿機①

超音波加湿機②

電灯付家具①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

電灯付家具② １． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、及び器体の
内側に向かって５ｃｍの箇所を保持して押し込
んだとき、電源電線の接続部に張力が加わっ
た。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

コンセント付家具① １． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって７０Ｎの力を加えたとき、及び器体の内
側に向かって５ｃｍの箇所を保持して押し込ん
だとき、電源電線の接続部に張力が加わった。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

コンセント付家具② １． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、及び器体の
内側に向かって５ｃｍの箇所を保持して押し込
んだとき、電源電線の接続部に張力が加わっ
た。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

コンセント付家具③ １． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、及び器体の
内側に向かって５ｃｍの箇所を保持して押し込
んだとき、電源電線の接続部に張力が加わっ
た。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 構造試験において、印刷基板上の極性が異なる
充電部相互間及び充電部と構造上やむを得ず露
出する充電部を含むアースするおそれのある非
充電金属部（１００Ｖ、じんあいが侵入するお
それのない箇所）の空間距離（沿面距離を含
む）の最小値が、次のとおりであった。
イ.ヒーター用電磁リレーの接点間となる印刷
配線間（開路した際、異極間となる部分）：
０．５ｍｍ
ロ.ＡＣ充電部と整流後の印刷配線間：０．５
ｍｍ
ハ.トランス１次側充電部と２次側充電部の印
刷配線間（２次側充電部のＬＥＤが外部露出に
より可触のためアースするおそれのある箇
所）：１．１ｍｍ
ニ．印刷基板上の１次側充電部と基板金属ケー
ス（２次側充電部のＬＥＤが外部露出により可
触のためアースするおそれのある箇所）の空間
距離（沿面距離を含む）の最小値が、１．３ｍ
ｍであった。（１００Ｖ、じんあいが侵入する
おそれのない箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、１．５ｍ
ｍ以上（じんあいが侵入するおそれのない箇所、１００Ｖ）であること。

（第七条　感電に対する保護）
充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の空間距離（沿面距
離を含む。）は、１．５ｍｍ以上（じんあいが侵入するおそれのない箇
所、１００Ｖ）であること。

２． 構造試験において、基板上に搭載のトランスの
１次巻線と構造上やむを得ず露出する充電部を
含むアースするおそれのある非充電金属部であ
るトランス２次巻線（２次側充電部のＬＥＤが
外部露出により可触のためアースするおそれの
ある箇所）の空間距離（沿面距離を含む）の最
小値が、１．０ｍｍであった。（１００Ｖ、じ
んあいが侵入するおそれのない箇所）

別表第八１（２）ト
（第七条第1項　感電に対する保護）
充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の空間距離（沿面距
離を含む。）は、１．５ｍｍ以上（じんあいが侵入するおそれのない箇
所、１００Ｖ）であること。

３． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、電源電線の
接続部に張力が加わった。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

４． 表示において、機器本体に、定格銘板がなく附
表第六で要求される表示すべき事項が表示され
ていなかった。

別表第八１（１２）
（第十九条　表示等（一般））
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
（附表第六）
表示すべき事項
１　定格電圧
２　電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消費
電力
３　定格周波数
４　二重絶縁構造のものにあっては、回の記号
表示の方法
表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

５． 雑音の強さ試験において、連続性雑音端子電圧
が、測定周波数０．５２６５ＭＨｚ以上５ＭＨ
ｚ以下の範囲で最大値が、７４．３／７５．９
ｄＢ（測定周波数０．５５／０．５２９ＭＨ
ｚ、電源電圧１００Ｖ、電源周波数５０／６０
Ｈｚ）、測定周波数５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ
以下の範囲で最大値が、７４．５ｄＢ（測定周
波数５．０５４ＭＨｚ、電源電圧１００Ｖ、電
源周波数５０Ｈｚ）であった。

別表第十第７章１．２
（第十八条　雑音の強さ）
連続性雑音端子電圧（電源端子）は、周波数が０．５２６５ＭＨｚ以上５
ＭＨｚ以下の範囲にあっては５６ｄＢ以下、５ＭＨｚを超え３０ＭＨｚ以
下の範囲にあっては６０ｄＢ以下であること。

その他の電気機械器具
付家具①



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 構造試験において、電源電線を器体の外方に向
かって１００Ｎの力を加えたとき、電源電線の
接続部に張力が加わった。

別表第八１（２）ヲ
（第八条　絶縁性能の保持）
電源電線等（固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しな
いものを除く。以下ヲにおいて同じ。）は、器体の外方に向かって器体の
自重の値の３倍の値（器体の自重の値の３倍の値が１０ｋｇを超えるもの
にあっては１００Ｎ、器体の自重の値の３倍の値が３ｋｇ未満のものに
あっては３０Ｎの値）の張力を連続して１５秒間加えたとき及び器体の内
部に向かって電源電線等の器体側から５ｃｍの箇所を保持して押し込んだ
とき、電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず、かつ、ブッシ
ングが外れるおそれのないこと。

２． 部品において、銘板ラベルに表示された定格電
圧がＡＣ１００－２４０Ｖであるにもかかわら
ず、内部ヒーターユニットの定格電圧が１１０
Ｖであった。

別表第八１（３）イ
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
部品または附属品の定格電圧、定格電流および許容電流は、これらに加わ
る最大電圧またはこれらに流れる最大電流以上であること。

３． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力３６Ｗに対して、測定値が５２．８Ｗ
（１００Ｖ、全点灯、くもり止めヒーターオ
ン、電源周波数５０－６０Ｈｚ、偏差：＋４
６．７％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が３０Ｗを超え１００Ｗ以下のものの許容差は±２０％以下
であること。

１． 表示において、機器本体又は取扱説明書のいず
れにおいても、次の表示が施されていなかっ
た。

－力率及び入力電流
－屋内使用に関する記載
－タイプＹの設置に関する記載
－非交換形光源に関する記載

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．５
（第十九条　表示等（一般））

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）３．３
３．２の表示のほか、適切な設置、使用及び保守に関わる（３．３．１～
３．３．２２に示す）必要事項を、照明器具、準照明器具若しくは器具内
用安定器に表示するか、又は、照明器具に添付の取扱説明書に記載する。

３．３．９　製造事業者は、力率及び入力電流について情報を提供できる
ようにしておかなければならない。
３．３．１０　周囲温度に関することを含め、“屋内使用”対する適合性
３．３．１７　タイプＸ、タイプＹ、又はタイプＺ取付方法の照明器具に
対し、設置のための取扱説明書には、次の情報を記載しなければならな
い。
－タイプＹ取付方法に対して：
照明器具の外部可とうケーブル又はコードが損傷を受けたとき、危険を避
けるために、製造業者、そのサービス代理業者又は同様の資格のある人だ
けが、それを取り替えることができる。
３．３．２１　非交換形光源をもつ照明器具は、取扱説明書にその主旨の
情報を記載しなければならない。

２． 電源との接続及びその他の外部配線において、

電源コードの断面積が０．５ｍｍ２であった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．２
照明器具製造業者が取り付けた電源コードは、電気的・機械的性能を持っ
ている電線でなければならない。
適切な機械的強度を得るため、導体の公称断面積は、次に示す値以上でな
ければならない。

－普通形照明器具では、０．７５ｍｍ２

３． 電源との接続及びその他の外部配線において、
電源電線にコード止めがなく、導体に引張力及
びねじりが加わる構造であった。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１０
電源コード又はその他の外部配線用可とうケーブル若しくはコードを取り
付けた照明器具、又はそれらを取り付けるように設計した照明器具は、導
体を端子に接続したとき、導体に引張力及びねじりが加わらないよう、ま
た、導体の被覆が摩耗しないようコード止め具を備えていなければならな
い。

４． 電源との接続及びその他の外部配線において、
ＪＩＳ Ｃ ８２８２又は関連法規に適合する差
込みプラグを使用していなかった。差込みプラ
グの刃の立ち上がりからボッチ孔の中心迄の距
離が①１０．８ｍｍ、②１０．７ｍｍであっ
た。

Ｊ６０５９８－２－４（Ｈ２９）４．１０
（第二条　安全原則）

Ｊ６０５９８－１（Ｈ２９）５．２．１８
全ての移動灯器具、及びコンセント介して電源に接続することを意図して
いる定着灯器具又はその他の照明器具は、ＪＩＳ Ｃ ８２８２規格群又は
関連法規に適合するプラグを使用しなければならない。
差込みプラグの寸法
①刃の立ち上がりからボッチ孔の中心迄の距離：

１１．７±０．４ｍｍ

５． 妨害波電圧試験（電源端子）において、電源電
圧１００Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚのと
き、次のとおりであった。
イ．測定周波数が１５０ｋＨｚ以上０．５ＭＨ
ｚ以下の範囲で準尖頭値の最大値が８７．０／
８６．４ｄＢ(測定周波数０．１５０ＭＨｚ)、
平均値の最大値が７４．３／７２．７ｄＢ(測
定周波数０．１５０ＭＨｚ)であった。
ロ．測定周波数が０．５ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以
下の範囲で準尖頭値の最大値が７２．３／７
２．７ｄＢ(測定周波数０．５ＭＨｚ)、平均値
の最大値が５９．４／５８．０ｄＢ(測定周波
数０．５ＭＨｚ)であった。

Ｊ５５０１５（Ｈ２９）４．３．１
（第十八条　雑音の強さ）
妨害波電圧は、周波数が５０ｋＨｚ～１５０ｋＨｚの範囲で、準尖頭値に
あっては１０２～９２ｄＢ、１５０ｋＨｚ～０．５ＭＨｚ範囲で、準尖頭
値にあっては７８～６８ｄＢ、平均値にあっては６８～５８ｄＢ、周波数
が０．５ＭＨｚ～５ＭＨｚ範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ以下、平
均値にあっては４６ｄＢ以下、及び、周波数が５ＭＨｚ～３０ＭＨｚ範囲
で、準尖頭値にあっては６０ｄＢ以下、平均値にあっては５０ｄＢ以下で
あること。

その他の電気機械器具
付家具②

その他の電気機械器具
付家具③



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１． 構造試験において、プリント基板上の２４０Ｖ
異極充電部相互間の空間距離(沿面距離を含
む。)の最小値が、次のとおりであった。
イ．極性が異なる充電部相互間：０．８ｍｍ
（その他の箇所）
ロ．極性が異なる充電部相互間：０．９ｍｍ
（その他の箇所）
ハ．抵抗（Ｒ２）充電部相互間：２．０ｍｍ
（その他の箇所）
ニ．抵抗（Ｒ９）充電部相互間：１．３ｍｍ
（その他の箇所）
ホ．ダイオードブリッジ（Ｂ１）充電部相互
間：１．３ｍｍ（その他の箇所）
ヘ．ダイオードブリッジ（Ｂ１）充電部相互間
（交流回路－整流後の回路間）：２．０ｍｍ
（その他の箇所）
ト．入力コネクタ端子間（受側）：２．６ｍｍ
（その他の箇所）
チ．入力コネクタ端子間（差込側）：１．８ｍ
ｍ（その他の箇所）
リ．ダイオードブリッジ（Ｂ１）端子間（交流
側）：１．７ｍｍ（その他の箇所）

別表第八１（２）ト
（第八条　絶縁性能の保持）
極性が異なる充電部相互間の空間距離（沿面距離を含む。）は、以下のと
おり。
じんあいが侵入するおそれのない箇所：２．０ｍｍ以上（２４０Ｖ）
その他の箇所：３．０ｍｍ以上（２４０Ｖ）

２． 栓刃間を保持する絶縁材料に７５０℃のグロー
ワイヤー試験を行ったとき、グローワイヤーを
引き離し後３０秒以上試験片が燃焼した。

別表第八１（２）エ（ハ）ｂ
（第六条　耐熱性等を有する部品及び材料の使用）
栓刃間（接地極を除く。）を保持する絶縁材料にあっては、ＪＩＳ　Ｃ６
０６９５－２－１１（２００４）又はＪＩＳ　Ｃ６０６９５－２－１２
(２０１３)に規定する試験を試験温度７５０℃で行ったとき、これに適合
（グローワイヤー引き離し後、試験片の燃焼又は赤熱が３０秒以内に消え
ること。）するものであること。ただし、ＪＩＳ　Ｃ　６０６９５－２－
１３（２０１３）に従ったグローワイヤ着火温度が７７５℃レベル以上の
材料は、この限りでない〕

３． 消費電力の許容差試験において、表示の定格消
費電力１Ｗに対して、測定値が２．０／２．０
Ｗ（電源電圧 ２４０Ｖ、電源周波数５０／６
０Ｈｚ、偏差：＋１００．０／＋１００．
０％）であった。

別表第八１（４）ハ（イ）
（第二条　安全原則）
定格消費電力を表示しなければならないものにあっては、次の表に掲げる
とおりとする。
（表）
定格消費電力が１０Ｗ以下のものの許容差は＋２５％以内であること。

４． 表示において、表示すべき事項である「定格周
波数」の表示がなかった。

別表第八１（１２）
（第十九条　表示等（一般））
附表第六に規定する表示の方式により表示すること。
（附表第六　抜粋）
１．定格電圧
２．電極式のものにあっては定格電流、その他のものにあっては定格消費
電力
３．定格周波数

５． イオン発生部に人が容易に触れるおそれのない
ように適当な保護わくまたは保護網がなかっ
た。

別表第八２（９８）イ（イ）
（第七条第1項第一号　感電に対する保護）
空気イオン発生器およびオゾン発生器にあっては、次に適合すること。
ａ　電離部分、オゾン発生部等の高圧部分は、人が容易に触れるおそれの
ないように適当な保護わくまたは保護網を取り付けてあること。
ｂ　オゾン発生器用安定器は、別表第六１および３の規定に適合するこ
と。

医療用物質生成器



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

１ 表示及び取扱説明書において、取扱説明書に清
掃又は保守前に、その機器を電源から遮断しな
ければならない趣旨の記載がなかった。

Ｊ６０３３５－２－６５（Ｈ２０）７．１２
（第十九条　表示等（一般））
取扱説明書は、その機器の清掃及び使用者による保守のための解説を含ま
なければならない。それらには、清掃又は保守の前に、その機器を電源か
ら遮断しなければならないことを記載しなければならない。

２ 入力及び電流において、定格入力２．５Ｗに対
して、測定値が４．１／４．２Ｗ（電源電圧１
００Ｖ、電源周波数５０／６０Ｈｚ、オゾン循
環機能モード、偏差：＋６４．０／＋６８．
０％）であった。

Ｊ６０３３５－１（Ｈ２０）１０．１
（第二条　安全原則）
機器に定格入力が表示されている場合、通常動作温度における入力は、定
格入力から、表１に規定する許容値を超える差（２５Ｗ以下／＋２０％）
があってはならない。

３ 妨害波試験（端子電圧）において、オゾン循環
機能モードのとき、測定周波数が０.１５ＭＨ
ｚ以上０.５０ＭＨｚ以下の範囲で、準尖頭値
の最大値が９２．８／９２．８ｄＢ（測定周波
数０．１６ＭＨｚ、電源電圧１００Ｖ、電源周
波数５０／６０Ｈｚ）、平均値の最大値が８
１．５／８０．１ｄＢ（測定周波数０．１６Ｍ
Ｈｚ、電源電圧１００Ｖ、電源周波数５０／６
０Ｈｚ）であった。

Ｊ５５０１４－１（Ｈ２７）４．１．１
（第十八条　雑音の強さ）
端子電圧は、周波数が０．１５ＭＨｚ以上０．５０ＭＨｚ以下の範囲で、
準尖頭値にあっては６６～５６ｄＢ、平均値にあっては５９～４６ｄＢ、
周波数が０.５０ＭＨｚ以上５ＭＨｚ以下の範囲で、準尖頭値にあっては
５６ｄＢ、平均値にあっては４６ｄＢ、及び、周波数が５ＭＨｚ以上３０
ＭＨｚ以下の範囲で、準尖頭値にあっては５６ｄＢ、平均値にあっては４
６ｄＢ以下であること。

リチウムイオン蓄電池
①

１． 過充電の保護機能試験において、電池ブロック
の電圧が上限充電電圧（４．２５Ｖ）を超えて
いた。
なお、上限充電電圧は、別表第九附表第一の
「表２　試験を行うための充電手順」で定めら
れている「４．２５Ｖ」を基準とした。

別表第九３（１１） 
（第三条　安全機能を有する設計等）
周囲温度が２０±５℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を
行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充電電圧を超
えないこと。
ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した
機器若しくは充電器に備えてもよい。
イ １個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブ
ロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロッ
クを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す
る。
ハ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表２の上限充電電圧を超える
電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。

リチウムイオン蓄電池
②

１． 過充電の保護機能試験において、電池ブロック
の電圧が上限充電電圧（４．２５Ｖ）を超えて
いた。
なお、上限充電電圧は、別表第九附表第一の
「表２　試験を行うための充電手順」で定めら
れている「４．２５Ｖ」を基準とした。

別表第九３（１１） 
（第三条　安全機能を有する設計等）
周囲温度が２０±５℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を
行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充電電圧を超
えないこと。
ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した
機器若しくは充電器に備えてもよい。
イ １個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブ
ロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロッ
クを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す
る。
ハ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表２の上限充電電圧を超える
電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。

リチウムイオン蓄電池
③

１． 過充電の保護機能試験において、電池ブロック
の電圧が上限充電電圧（４．２５Ｖ）を超えて
いた。
なお、上限充電電圧は、別表第九附表第一の
「表２　試験を行うための充電手順」で定めら
れている「４．２５Ｖ」を基準とした。

別表第九３（１１） 
（第三条　安全機能を有する設計等）
周囲温度が２０±５℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を
行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充電電圧を超
えないこと。
ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した
機器若しくは充電器に備えてもよい。
イ １個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブ
ロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロッ
クを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す
る。
ハ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表２の上限充電電圧を超える
電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。

電気除臭機



電気用品名 技術基準不適合箇所の内容 適合すべき技術基準(要旨)

リチウムイオン蓄電池
④

１． 過充電の保護機能試験において、電池ブロック
の電圧が上限充電電圧（４．２５Ｖ）を超えて
いた。
なお、上限充電電圧は、別表第九附表第一の
「表２　試験を行うための充電手順」で定めら
れている「４．２５Ｖ」を基準とした。

別表第九３（１１） 
（第三条　安全機能を有する設計等）
周囲温度が２０±５℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を
行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充電電圧を超
えないこと。
ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した
機器若しくは充電器に備えてもよい。
イ １個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブ
ロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロッ
クを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す
る。
ハ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表２の上限充電電圧を超える
電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。

リチウムイオン蓄電池
⑤

１． 表示において、組電池表面の見やすい箇所に、
次の表示がなかった。
－ＪＩＳ　Ｃ　８７１１　５．１に規定する組
電池の呼び方
－製造年月日
－製造事業者若しくは供給業者の名称
組電池には十分な余白があることから、表示す
ることが困難なものとは見なさない。

なお、包装容器及び取扱説明書に「ＪＩＳ　Ｃ　
８７１１　５．１に規定する組電池の呼び方」
及び「製造年月日」の記載がないことを確認し
た。
また、「供給業者の名称」として販売事業者の
記載があることを確認した。

Ｊ６２１３３（Ｈ２８）１０．２ 
（第１９条　表示等（一般））
リチウム系の組電池の表示は、これらを構成する単電池の表示（１０．１参照）
に従い、適切なものでなければならない。これに加え、適切な警告を表示しなけ
ればならない。さらに、リチウム系の組電池は、組電池表面の見やすい箇所に容
易に消えない方法で表示しなければならない。ただし、組電池の表面に表示する
ことができない場合は、包装容器の表面の見やすい箇所に表示しなければならな
い。包装容器に表示する場合は、電池を包装する最小単位の包装容器に表示す
る。
Ｊ６２１３３（Ｈ２８）１０．１

リチウム系の単電池の表示は、ＪＩＳ　Ｃ　８７１１による。
（ＪＩＳ　Ｃ　８７１１：２０１９の抜粋）
５．３　表示
リチウム二次電池には、容易に消えない方法で、次の情報を表示する。
（抜粋）
－名称
　例１　リチウム二次
　例２　リチウムイオン二次
　例３　充電式リチウム
　例４　リチウムイオン
－５．１に規定する組電池又は単電池の呼び方
 （例）Ｎ１Ａ１Ａ２Ａ３Ｎ２／Ｎ３／Ｎ４－Ｎ５ 

－製造年月日（コード化してもよい。）
－製造業者若しくは供給業者の名称又は、これらの略称、記号など。

リチウムイオン蓄電池
⑥

１． 過充電の保護機能試験において、電池ブロック
の電圧が上限充電電圧（４．２５Ｖ）を超えて
いた。
なお、上限充電電圧は、別表第九附表第一の
「表２　試験を行うための充電手順」で定めら
れている「４．２５Ｖ」を基準とした。

別表第九３（１１） 
（第三条　安全機能を有する設計等）
周囲温度が２０±５℃である状態において、次のいずれかの方法で試験を
行つたとき、組電池内の電池ブロックが附表第一表２の上限充電電圧を超
えないこと。
ただし、過充電の保護機能は組電池に備えるか、または組電池を装着した
機器若しくは充電器に備えてもよい。
イ １個の電池ブロックで構成される組電池にあっては、充電時に電池ブ
ロックに加えられる電圧を測定する。
ロ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら充電を行い、同時に一つの電池ブロッ
クを徐々に強制的に放電させ、そのほかの各電池ブロックの電圧を測定す
る。
ハ 電池ブロックを直列に２個以上接続した構造の組電池にあっては、各
電池ブロックの電圧を計測しながら附表第一表２の上限充電電圧を超える
電圧を電池ブロックに加え、充電が停止するときの電圧を測定する。



＜電気用品安全法の令和５年度試買テストにおける「PSEマーク等表示」に関する不適合内容について＞

（１）特定電気用品

電気用品名 施行規則不適合箇所の内容 施　行　規　則

電気サウナバス

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号、適合性検査の証明書の交
付を受けた検査機関の氏名又は名称が表示されていなかっ
た。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

サウナバス用電熱器

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号、及び適合性検査の証明書
の交付を受けた検査機関の氏名又は名称が表示されていな
かった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

直流電源装置

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号、届出事業者の氏名又は名
称及び、適合性検査の証明書の交付を受けた検査機関の氏名
又は名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

電気用品名 施行規則不適合箇所の内容 施　行　規　則

その他の調理用電熱器具

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

その他の理容用電熱器具

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

装飾用電灯器具

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

エル・イー・ディー・電灯器具①

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

エル・イー・ディー・電灯器具②

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

広告灯①

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

広告灯②

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

その他の電気機械器具付家具①

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

その他の電気機械器具付家具②

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

医療用物質生成器

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である　　の記号及び届出事業者の氏名又は
名称が表示されていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

リチウムイオン蓄電池①

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

リチウムイオン蓄電池②

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

リチウムイオン蓄電池③

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

リチウムイオン蓄電池④

電気用品安全法施行規則第１７条（表示の方式）において、
表示すべき事項である届出事業者の氏名又は名称が表示され
ていなかった。

電気用品安全法施行規則第１７条
（表示違反）

（２）特定電気用品以外の電気用品




